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平成２２年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２２年３月１９日（金曜日） 

午前１０時３１分 開議 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 委員長報告 

   1 議案第16号 美唄市長の政治倫理に

関する条例制定の件（総務・文教） 

   2 議案第17号 美唄市特別職の職員の

給与に関する条例及び美唄市教育委

員会の教育長の給与、勤務時間その

他勤務条件に関する条例の一部改正

の件（総務・文教） 

   3 議案第18号 美唄市給与条例の一部

改正の件（総務・文教） 

   4 議案第19号 美唄市職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例の一部改

正の件（総務・文教） 

   5 議案第20号 北海道市町村職員退職

手当組合規約の一部変更の件（総

務・文教） 

   6 議案第21号 美唄市民会館管理条例

の一部改正の件（総務・文教） 

   7 議案第22号 美唄市立公民館条例の

一部改正の件（総務・文教） 

   8 議案第23号 美唄市地域体育館設

置条例廃止の件（総務・文教） 

   9 議案第24号 指定管理者の指定の件

（美唄市民会館、美唄市立公民館、

美唄市立公民館拓北分館、美唄市立

公民館桜井邸分館）（総務・文教） 

  10 議案第25号 指定管理者の指定の件

（美唄市営野球場、美唄市営陸上競

技場、サン・スポーツランド美唄）

（総務・文教） 

  11 議案第26号 美唄市税条例の一部改

正の件（産業・厚生） 

  12 議案第27号 美唄市美しきまちづく

り条例の一部改正の件（産業・厚

生） 

  13 議案第28号 指定管理者の指定の件

（美唄市一般廃棄物最終処分場）（産

業・厚生） 

  14 議案第29号 指定管理者の指定の件

（美唄市リサイクルセンター）（産

業・厚生） 

  15 議案第30号 美唄市高齢者等生きが

い活動支援条例の一部改正の件（産

業・厚生） 

  16 議案第31号 美唄市へき地保育所条

例の一部改正の件（産業・厚生） 

  17 議案第32号 指定管理者の指定の件

（美唄国設スキー場、美唄市体験交

流施設、美唄市パークゴルフ場）（産

業・厚生） 

  18 議案第33号 美唄市準用河川及び普

通河川流水占用料等徴収条例の一部

改正の件（産業・厚生） 

  19 議案第34号 財産取得の件（産業・

厚生） 

  20 議案第35号 市立美唄病院経営健全

化計画策定の件（市立美唄病院経営

健全化計画審査特別） 

  21 議案第36号 平成21年度美唄市一般

会計補正予算（第11号）（予算審査特

別） 
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  22 議案第43号 平成21年度美唄市一般

会計補正予算（第12号）（予算審査特

別） 

  23 議案第37号 平成21年度美唄市国民

健康保険会計補正予算（第２号）（予

算審査特別） 

  24 議案第４号 平成22年度美唄市一般

会計予算（予算審査特別） 

  25 議案第５号 平成22年度美唄市民バ

ス会計予算（予算審査特別） 

  26 議案第６号 平成22年度美唄市国民

健康保険会計予算（予算審査特別） 

  27 議案第７号 平成22年度美唄市老人

保健会計予算（予算審査特別） 

  28 議案第８号 平成22年度美唄市下水

道会計予算（予算審査特別） 

  29 議案第９号 平成22年度美唄市介護

保険会計予算（予算審査特別） 

  30 議案第10号 平成22年度美唄市介護

サービス事業会計予算（予算審査特

別） 

  31 議案第11号 平成22年度美唄市後期

高齢者医療会計予算（予算審査特別） 

  32 議案第12号 平成22年度市立美唄病

院事業会計予算（予算審査特別） 

  33 議案第13号 平成22年度美唄市水道

事業会計予算（予算審査特別） 

  34 議案第14号 平成22年度美唄市工業

用水道事業会計予算（予算審査特別） 

 第３ 議案第38号 財政調整基金の一部積

立て停止の件 

 第４ 議案第39号 美唄市副市長選任の件 

 第５ 議案第40号 美唄市教育委員会委員

任命の件 

 第６ 議案第41号 美唄市公平委員会委員

選任の件 

 第７ 議案第42号 美唄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正の件 

 第８ 承認第１号 総務・文教委員会所管

事務調査の件 

 第９ 承認第２号 産業・厚生委員会所管

事務調査の件 

 第10 承認第３号 議会運営委員会所管事

務調査の件 

 第11 意見書案第１号 道立衛生学院の存

続を求める意見書 

 第12 意見書案第２号 食料供給力の確保

に必要な農業生産基盤整備の促

進を求める意見書 

 第13 意見書案第３号 地方警察官の適正

配置を求める意見書 

 第14 意見書案第４号 道立身体障害者リ

ハビリテーションセンターの民

間法人への経営移譲に反対する

意見書 

 第15 意見書案第５号 改正貸金業法の早

期完全施行等を求める意見書 

 第16 意見書案第６号 医療再生の診療報

酬の増額を求める意見書 

 第17 意見書案第７号 後期高齢者医療制

度の見直しと保険料抑制に関す

る意見書 

 第18 意見書案第８号 季節労働者の失業

給付を９０日分にするなど国の

季節労働者対策の強化を求める

意見書 

 第19 意見書案第９号 美唄市内の教育関
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係施設と子どもの利用する公共

施設について敷地内禁煙の実施

を求める意見書 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１５５５５名名名名））））    

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎欠欠欠欠席議員席議員席議員席議員（（（（１１１１名名名名））））    

  １２番  本 郷 幸 治 君 

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  斎 藤 正 紀 君 

 総 務 部 長  安 田 昌 彰 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  岡 嶋 博 文 君 

    農 政 部 長  林   信 孝 君    

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課長  大 崎   聡 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  板 東 知 文 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 選挙管理委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  稲 村 秀 樹 君 

 

◎欠欠欠欠席説明員席説明員席説明員席説明員    

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時３１分 開議 

 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 この場合、説明員の欠席について次のとお

り通知がありましたので、報告いたします。

教育部長前田敏和文君は、公務のため欠席い

たします。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 
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３番 五十嵐聡議員、 

４番 高田正則議員、 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、委員

長報告に入ります。 

順序１、議案第１６号美唄市長の政治倫理

に関する条例制定の件ないし順序３４、議案

第１４号平成２２年度美唄市工業用水道事業

会計予算の以上３４件を、一括議題といたし

ます。 

本件について、それぞれ委員長の報告を求

めます。 

まず、議案第１６号ないし議案第２５号の

以上１０件について、小関総務・文教委員長。 

●小関勝教総務・文教委員長（登壇） ただ

いま議題となりました、議案第１６号美唄市

長の政治倫理に関する条例制定の件、議案第

１７号美唄市特別職の職員の給与に関する条

例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤

務時間その他勤務条件に関する条例の一部改

正の件、議案第１８号美唄市給与条例の一部

改正の件、議案第１９号美唄市職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例の一部改正の

件、議案第２０号北海道市町村職員退職手当

組合規約の一部変更の件、議案第２１号美唄

市民会館管理条例の一部改正の件、議案第２

２号美唄市立公民館条例の一部改正の件、議

案第２３号美唄市地域体育館設置条例廃止の

件、議案第２４号指定管理者の指定の件（美

唄市民会館、美唄市立公民館、美唄市立公民

館拓北分館、美唄市立公民館桜井邸分館）及

び議案第２５号 指定管理者の指定の件（美

唄市営野球場、美唄市営陸上競技場、サン・

スポーツランド美唄）の以上１０件について、 

総務・文教委員会の審査の経過並びに結果を

ご報告申し上げます。 

経過といたしまして、３月９日委員会を招

集して審査いたしました。 

 議案審査における質疑・答弁の主なものを

申し上げます。 

初めに、議案第１６号について申し上げま

す。 

この政治倫理に関する条例を制定しようと

した理由と、制定にあたっての検討委員会の

構成メンバーは、との質疑に対して、公平・

公正で開かれた市政の推進に向けて、市長の

政治倫理に関する具体的な規定がないことか

ら、これまでの議会議論も踏まえ、市民との

信頼関係のもと、まちづくりを進めていくた

め、条例を制定するものである。 

また、検討委員会については、学識経験者

１名のほか、社会福祉協議会、老人クラブ連

合会、消費者協会、青年会議所からそれぞれ

１名の、５名の委員で構成している。との答

弁。 

第２条第２項の「市民の責務」に関する規

定は必要なく切り離すべきであり、あくまで

市長の政治倫理規定という事でよいのではな

いか、との質疑に対して、本市の憲法にあた

る「まちづくり基本条例」を受けた形で、具

体的な政治倫理に関する条例を定めるもので

あり、まちづくり基本条例に市民の義務とし

て「私たち市民は、まちづくりにあたっては、

公共の利益を念頭において、自らの発言と行

動に責任を持ちます」と規定されており、こ

の関連からも当然規定することが、ふさわし

いと考えている。との答弁。 
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 全道で首長の政治倫理条例を制定している

のは、どれだけあるのか、との質疑に対して、 

市政政治倫理条例というような表現をしてい

るところもあるが、現在、恵庭市と石狩市の

２市が制定している。との答弁。 

 政治倫理審査会は７名で構成したいとの事

だが、設置までのスケジュールはどうなって

いるのか、との質疑に対して、本条例案が議

決され次第、公募の手続きに入りたいと考え

ている。との答弁がありました。 

次に、議案第１７号について申し上げます。 

 市長の給料減額を規定する部分の根拠とい

うのは、どういうところにあるのか、との質

疑に対して、地方公務員法により、一般職の

場合は基本的に１０％以内の削減ができると

いう規定があり、今回はそれを元に５％の削

減を行う。との答弁。 

財政健全化を踏まえて独自削減を継続して

いくことになるが、今後７年間は財政が好転

した場合でも独自削減は継続していくのか、 

との質疑に対して、今後もこのような削減を

加えることにより、計画が予定どおり推進で

きるものと考えている。との答弁がありまし

た。 

次に、議案第１９号について申し上げます。 

今回の条例改正によって、ボランティア活

動と本来の職務との違いや、判断の基準につ

いて、どのように変化が生じるのか、との質

疑に対して、時間外の対応で代休を与えると

いう部分は、あくまでも職務に関しての時間

外の勤務という事で、基本的にボランティア

活動という位置づけをした場合には、勤務の

一環というふうにはとらえていない。ただし、

ボランティア参加をしている中で、観光イベ

ントなど職務として担当している課がある場

合には職務の対象となる。との答弁がありま

した。 

次に、議案第２３号について申し上げます。 

地域体育館の廃止によって、今後は地域の

連合会が管理運営をしていくという考えでい

いのか。また、その場合に今後大きな改修等

が見込まれるような時には、どういう判断を

したらよいのか、との質疑に対して、昨年、

現在管理を行なって頂いている中村連合会の

役員の方々と協議をした結果、体育館につい

ては用途が廃止された後も地域で使用したい

という申し出があったことから、独自で維持

管理をして頂くという事で、合意を得ている。 

また、改修等については、教育財産から普

通財産となることから、地域で修繕ができる

ようなものは修繕をして頂きながら使えるよ

うにしていきたい。との答弁がありました。 

 なお、議案第１８号、議案第２０号ないし

議案第２２号、議案第２４号及び第２５号の

以上６件についての質疑はありませんでした。 

結果といたしまして、議案第１６号につき

ましては、委員から原案に対する修正案の動

議が提出されたことから、これを先議するこ

ととして、まず修正案の内容について説明を

求めました。 

修正案の内容は、条例案のうち「市民の責

務」について規定している第２条第２項の全

文を削除し、併せて第２条の見出しを「市長

の責務」に改めるものであり、その理由とし

ては、第２条第２項の条文は市長の責務と市

民の責務を同列に置くもので、市長の倫理条

例にはなじまないことから、削除を求めるも

のでありました。 
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この修正案に対する質疑・討論はなく、採

決を行なった結果、全会一致で修正案は可決

され、修正部分を除くその他の部分について

は原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

議案第１７号ないし議案第２５号の以上９

件につきましては、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長内馬場克康君 次に、議案第２６号な

いし議案第３４号の以上９件について、米田

産業・厚生委員長。 

●米田良克産業・厚生委員長（登壇） ただ

いま議題となりました、議案第２６号美唄市

税条例の一部改正の件、議案第２７号美唄市

美しきまちづくり条例の一部改正の件、議案

第２８号指定管理者の指定の件（美唄市一般

廃棄物最終処分場）、議案第２９号指定管理者

の指定の件（美唄市リサイクルセンター）、 

議案第３０号美唄市高齢者等生きがい活動支

援条例の一部改正の件、議案第３１号美唄市

へき地保育所条例の一部改正の件、議案第３

２号指定管理者の指定の件（美唄国設スキー

場、美唄市体験交流施設、美唄市パークゴル

フ場）、議案第３３号美唄市準用河川及び普通

河川流水占用料等徴収条例の一部改正の件、 

議案第３４号財産取得の件の以上９件につい

て、産業・厚生委員会の審査の経過並びに結

果をご報告申し上げます。 

 経過といたしまして、３月９日の１日間、

委員会を招集して審査いたしました。 

 まず、議案第２６号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

 初めに、法律が平成２１年に変わったのに、

美唄市が実施を１年遅らせる理由は何か、こ

のことで他の自治体の状況はどうか、また、

国保税の限度額が上がることで、加入者の負

担も引き上げになるのか、との質疑に対し、

改正が１年遅れる理由は、美唄市は国保税方

式をとっており、税の改正は、地方税法の施

行令で３月末になることから、年度を越して

から改正になると、賦課基準日が４月１日で

あることから、遡及する形となり、これを避

ける考え方で１年遅れで進めている。 

 限度額引き上げの影響を受ける世帯は、平

成２２年１月現在の試算で１８世帯と試算し

ている。年度が明けて賦課するときにはまた

変わってくるものと考えている。 

 他市の実施の状況は、歌志内市を除く空知

９市のうち、美唄市と三笠市が限度額改正を

２１年に行っておらず、ほかの７市は、平成

２１年度に改定している。との答弁。 

次に、限度額を上げれば、市民負担がその

まま上がるという理解でいいのか、既に改正

を行っているところは、遡って賦課している

という理解でいいのか。また、改正の実施時

期について、内部で意思決定すれば、この押

し迫った時期に提案する必要はないのではな

いか、との質疑に対し、限度額の引き上げは、

法において限度額を改定しているが、それに

合わせるかどうかは保険者の判断になるとこ

ろである。今まで、美唄市は基本的にその額

に遅れてでも合わせる考え方で行ってきてい

る。 

 遡及については、不利益不遡及の原則があ

るが、国保税の改定は、年度内の費用をその
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年度の収入で賄うという考え方から、特例的

に遡及でき、その考え方で遡及している保険

者もある。 

 提案時期の問題については、課税自体が７

月課税で、納付書発布までの間を利用して周

知できる考えもある。今後、取り扱い、提案

の時期等については内部で十分検討したい。

との答弁がありました。 

 次に、議案第２７号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

 初めに、環境審議会の設置については、美

しきまちづくり条例ができたときに本来入れ

るべきではなかったのか。 

 また、条例の第９条第３項の審議会の扱い

について、諮問機関であれば、市長の諮問に

応ずるということと合わせて、自ら審議会が

調査をし、意見具申を執行側にしていくとい

う役割もあると思うが、これは環境基本法の

規定に準じた表現なのか、との質疑に対し、 

市としては、環境計画の策定に市民の意見を

反映させるには、どのような組織づくりが良

いのか、各市の状況等を調査検討を行ってき

た。環境問題への対応には、多方面にわたる

専門的な知識、広い視野に立った多角的な面

からの判断が要請されることから、最終的に

広く市民の意見が取り入れられる環境審議会

を設置することとした。 

 また、環境基本法の第４４条で、審議会の

規定があるが、これは、置かなければならな

いとする必置の規定ではない。 

 平成２０年３月の条例制定段階では、将来

的に基本計画の策定は念頭にありながらも、

そこまでの検討を加えていなかったというの

が事実である。今回、条例の改正に向けて、

市民の声を広く反映させる仕組みとして、望

ましい形を検討する中で、基本法に基づく審

議会を設置して進めようということで、今回

の提案となった。との答弁。 

 次に、環境審議会の１５人の構成メンバー

の内訳について、との質疑に対し、構成メン

バーの内訳については、市民公募が２名、学

識経験者２名、民間団体から１１名を考えて

いる。との答弁がありました。 

 次に、議案第２８号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

 初めに、今回の指定管理者の指定で、募集

の段階では何社の応募があったのか、提案の

北美環境管理の従業員数、事務所の位置、最

終処分場の指定管理を受けるためにできた会

社なのか、との質疑に対し、この指定管理に

対する事業の説明会のときには数社来ていた

が、最終的に応募してきたのは１社だった。 

 北美環境管理の場所は、東明工業団地の中

央運送の内部にあり、従業員数は、最終処分

場にいる５名である。北美環境管理は、処分

場の管理だけを業務として行っている。との

答弁。 

 次に、これまで行ってきた３カ年の総括や

評価はどのように整理されたか。新たな指定

の段階で、市としての方針はあるのか。との

質疑に対し、評価については、北美環境管理

は、旧ごみ処理センターの埋立処分場の業務

委託を長年やってきており、仕事についても

無駄な経費を生まないような形で創意工夫さ

れていることから、仕事の評価としては、十

分安心できる仕事と考えている。 

 また、指定管理者制度の運用は、これまで

の経過を含め、行政としての管理責任を十分、
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制度の趣旨を踏まえながら、施設が健全に維

持管理出来るよう、指定管理者と協議しなが

ら、意を用いていきたい。との答弁。 

 次に、指定の期間が平成２５年の３月３１

日までとなっているが、可燃ごみに関しての

計画は、平成２３年までで埋め立ては終わる

という認識だが、この期間に指定管理の業務

内容が変わっていくと思うが、今回の指定管

理の指定の中で、きちんとその辺の確認が済

んでいるのか、可燃ごみが変わった段階で、

指定管理の内容を変えていくのか、との質疑

に対し、指定の期間と業務内容、契約内容の

関係については、当初、２３年で可燃ごみを

終え、２４年から広域処理ということで進め

てきたが、これが遅れていて、市としても広

域によらない方法を検討しているところであ

る。業務の内容が変われば指定管理料も変わ

ってくることから、３年間の契約のほかに、

年度ごとの協定を結んで整理をしている。と

の答弁がありました。 

 次に、議案第２９号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

初めに、今回の公募に対して、何社が応じ

てきたのか、との質疑に対し、リサイクルセ

ンターについては、最初の説明会では複数社

来ていたが、応募は１社、シルバー人材セン

ターだけだった。との答弁。 

 次に、危険な業務に対しての人件費の上乗

せなどを考えているのか、との質疑に対し、 

基本的には機械操作でやっており、安全面に

配慮してやっていただくことについては、こ

れまでも現場と打ち合わせしてやっている。

作業をされる方には厳重に機械の取り扱いや、

そういった部分の周知は常日ごろからお願い

をしている。人件費について、市の積算の中

で、危険業務ということでのプラス部分はな

い。との答弁。 

 次に、シルバー人材センターが引き続き指

定管理者ということになるが、ここで働く人

は固定されているのか。 

施設に関しての規制は結構厳しいと思うが、

働く環境に関し、有資格者が必要となること

はないのか。 

 指定管理者の指定に当たって、業者間の談

合のようなことが出された例は、全国的に見

てあるのか、との質疑に対し、シルバー人材

センターは、他の業務も幅広く受けており、

基本的に、市がお願いしている業務について

は、配置のスケジュール表を予定としてもら

っているが、若干、人の入れ替えなどがある

ことは承知している。 

 労働安全衛生については、フォークリフト

を扱うことで、その資格が必要であるが、他

の機械の操作ミスなど、事故の心配もあるこ

とから、一般的に市でお願いしているのは、

機械の取り扱いに対応できる方をお願いして

いる。 

 指定管理者の談合について、今まであった

ということは承知してない。との答弁があり

ました。 

 次に、議案第３２号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

 今回の指定管理の応募の状況について、何

社ぐらいが公募に応じてきたのか、また、国

設スキー場と体験交流施設、パークゴルフ場

に関して、ここ数年の利用者数の動向につい

て、との質疑に対し、応募については、株式

会社アンビックス１社のみである。 
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 ３施設の利用状況について、２月までの１

１か月間の状況では、スキー場が１４万３，

３６０名の利用となっており、前年同月と比

較して１万５，１９９人多い状況となってい

る。増えた理由として、昨年は雪の量が非常

に少なかったが、今年はオープン時期が昨年

と比べて、半月程度早くオープンできたこと

と、今シーズンは九州佐賀県の高校の修学旅

行で、スキー授業で利用していただいたこと

など、率で１１．９％の増となっている。 

 体験交流施設については、９０１人の利用

状況となっており、前年同月と比較して１７

４人程少ない状況となっているが、開設当時

の平成１７年度は６１７名の利用状況であり、

開設当時より３００名ほど多い利用状況であ

る。 

 今後、この施設については、ゆ～りん館と

連携した利用で伸ばしていきたいと考えてい

る。 

 パークゴルフ場については、２０年度と比

較して、１，５５１人多い２万４，３５９名

の利用となっている。利用の内訳として、市

内が４３．９％、市外が５６．１％である。 

１日当たりの利用が１１１人という状況にな

っており、昨年と比べて６．８％程度増えて

いる。との答弁がありました。 

 次に、議案第３４号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

 初めに、土地取得にかかる金額の積算の基

礎、財産取得に当たり、法令等との整合性を

どのように図ったか、合わせて、公営住宅等

の事業主体変更に当たってのルールについて

は、との質疑に対し、道営美の里団地の事業

主体変更による、取得費用算出の根拠等につ

いては、平成８年８月３０日付で建設省の通

知により、「建設に要した費用から、国の補助

金並びに今まで徴収した家賃に含まれる減価

償却費等を控除した額」を取得費用とするこ

ととなっている。 

 建物については、建設に要した費用は３億

０，０６４万９，０００円で、これから国庫

補助金及び家賃等徴収した償却額を控除した

額が３，５５５万６，１５６円で、これに消

費税相当額の１７７万７，８０７円を加えた

３，７３３万３，９６３円が建物の取得額と

なる。 

 一方、土地については、道が用地の取得に

要した費用は、９，８９３万３，３８２円と

なっており、国の補助金が３，４６１万７，

０００円で、これを控除した６，４３１万６，

３８２円が土地の取得額となる。 

 なお、この事業変更にかかる法令等につい

ては、平成８年８月３０日付の建設省通知に

より、建物あるいは土地の公営住宅としての

事業主体変更等における処分についての記載

があることから、これに基づき事務を行って

いる。との答弁。 

 次に、土地を買収する際、仮に近隣の売買

実例等を参考にしたとすれば、その辺の調査

をしたのか。との質疑に対し、取得費用の算

出については、近隣の公示価格、実売事例等

も参考にし、価格の妥当性についても検討し

たところであり、これを割り返すと、約１万

１，１６０円となり、美の里団地周辺部分で

の具体的な実売事例等で１万１，５００円、

１万３，２８０円という金額もあったことか

ら、今回の用地取得については、妥当な金額

の範囲と判断した。との答弁。 
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 次に、１６年後の耐用年数が終了した後、

新たに建て替えをするのか、用途を廃止する

のか、その時点で美唄の住宅事情がどのよう

になっているのか、推測するのは難しいが、

仮にこの３２戸を建て替えすると、今現在で

の単価等で、どのぐらいの建設費と財源内訳

が想定されるのか、との質疑に対し、現行美

の里団地について、仮に将来について建て替

えるとした場合、過去の公営住宅建て替え等

にかかった費用などで考ると、大体１戸当た

り１，８００万円ほどかかり、これには建物

以外に屋外付帯、道路、路地遊園、集会施設

も全部含めて大体このぐらいになり、３２戸

として考えると、おおよそ５億７，６００万

円ほどかかる、これに対する財源としては、

国土交通省の助成制度による地域住宅交付金

が、おおよそ４５％対象になり、残りの５５％

については、起債が１００％充当されている

のが現状で、基本的には一般財源が発生しな

い形で計画が立てられると考えている。との

答弁がありました。 

 なお、議案第３０号及び議案第３１号、議

案第３３号の以上３件について質疑はありま

せんでした。 

 結果といたしまして、議案第２７号ないし

議案第３３号の以上７件につきましては、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 また、議案第２６号、議案第３４号の２件

については、ご異議がありましたので、起立

採決の結果、原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長内馬場克康君 次に議案第３５につい

て、小関市立美唄病院経営健全化計画審査特

別委員長。 

●小関勝教市立美唄病院経営健全化計画審査

特別委員長（登壇） ただいま議題となりま

した、議案第３５号市立美唄病院経営健全化

計画策定の件について、市立美唄病院経営健

全化計画審査特別委員会の審査の経過並びに

結果をご報告申し上げます。 

 経過といたしまして、３月１０日及び３月

１８日の２日間、委員会を招集して審査をい

たしました。 

初めに、３月１０日の委員会では、「市立美

唄病院経営健全化計画書」の素案との変更点

及び「美唄市財政健全化計画 平成２１年度見

直し版案」について、提出された資料により

理事者から説明を受け、その後質疑に入りま

した。 

 質疑・答弁の主なものについて申し上げま

す。 

 初めに、経営健全化計画の収支見込につい

て、年々人口が減ってきてるという状況のな

かで、市立病院の患者数を試算するのは難し

いと思うが、試算の根拠は、との質疑に対し、 

計画については、決算状況や、計画策定時の

直近の患者の動向等を勘案し、収支計画を策

定した。診療単価も、実績を基に、後年度に

そのまま推計をしてる。との答弁。 

 次に、外部監査でいろいろ指摘をされてい

ると思うが、計画にどう反映しているのか、

との質疑に対し、建物の老朽化や、経営形態

等の見直しについて指摘はあったが、即、反

映できる内容ではないので、今回の計画にも
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平成２５年度までには、一定の方向性を出し

ていくということで記載している。との答弁。 

 次に、看護師の募集が広告で出されていた

が、欠員になった要因について、との質疑に

対し、３月末で、退職する職員が出たので、

その補充のため、募集をしている。との答弁。 

 次に、予算の中の業務量計画は、実際に近

いもので出されてると思うが、平成２１年、

２２年に関して、この数字が、直近の決算見

通し等と比較して、この数字どおりなのか、

また、２２年度は、この予算の業務予定と整

合性がとれているか、との質疑に対し、２１

年度の決算見込みについては、補正で出した

実績と、そこから推計される人数により、実

績見込みを出している。その人数をもとに、

２２年度の計画を立てており、大きく乖離し

てるところはないと考えている。との答弁。 

次に、増収額で、内科医師確保に何名を想

定しているのか、また、市立病院にある高度

医療機器を、市内の民間の病院に開放する受

託検査について、これは、ニーズにあう積算

になっているのか、との質疑に対し、内科医

について、確定していない医師を確保して、

収入の増加を図るという計画は、国、道も認

めないということで、積算基礎として表記し

ている内科医師については、昨年の秋に勤務

を始めていただいた嘱託の内科医師１名にな

っている。 

また、ＣＴ、ＭＲの機器の活用は、公立病

院として持っている機器を、市民の方に広く

使っていただこうという観点から、市内の病

院に利用いただいており、今後枠を広げて進

めていきたいと考えている。 

金額については、実際に、今もそういうケ

ースがあるので、無理な数字ではないと判断

している。との答弁。 

次に、市立病院は、何が得意分野で、何が

不得意なのか、また、それについて、市民に

対して具体的に説明できるようなものはある

のか、との質疑に対し、救急医療については

市内の医師会の協力のもとで、輪番制から市

立病院に１本化をした。また、在宅にすぐに

戻れないという方のための療養病床を４５床

用意している。あるいは労災病院が透析を廃

止をして、そこは拡充をして、外科、その他

のドクターがきちんと対応している。そうい

った部分については、市立病院の果たしてる

役割になるのかと思う。そういった点も含め、

市民の方々にどういった診療体制をとってい

るのかと、きちんと説明していく必要がある

と思っているが、指摘のあった点も含め、少

し整理をさせていただきたい。との答弁。 

 次に、住宅手当の持ち家の関係について、

国が廃止をした内容がこの収支計画の中に数

字として出ていないが、今後、取り組みとし

てどうしていくのか、との質疑に対し、給与

体系は国公準拠ということでやってきており、

その中では検討してきているが、組合ともい

ろいろ交渉してる中で、来年度については、

今年度同様で、その後は、引き続き協議をす

るということになっている。との答弁。 

 次に、一般会計からの繰り出しについて、

２４年以降に、この不良債務解消部分を先送

りしたような印象にとられる一般会計の支援

ということが見えるが、なぜ、均等に配分し

た不良債務の解消とならなかったのか、また、

２７年までの計画はしっかりと一般会計で支

えいくといった見通しの根拠は、との質疑に
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対し、当初、財政健全化計画策定時、道の方

との協議で、平準化して病院会計に繰り出す

という計画を出したが、単年度で一般会計が

赤字を出すのはよくないということで、単年

度の黒字を維持しながら、病院会計に対して

繰り出しをする計画を策定したほうがいいと

いう指導もあり、単年度の黒字を維持しなが

ら、平成２７年まで病院会計に繰り出してい

くといった部分で、平成２４年度以降から繰

出金の金額が増えている。これを達成する考

え方は、年間の市債の発行額を押さえた中で、

公債費の負担を将来減らしていき、その効果

が、平成２４年度以降の繰出金の財源になる

と考えている。との答弁。 

次に、労災病院はメディカル通信として、

タイムリーに、情報が市民に届くような体制

を講じている。信頼される病院づくりには欠

かせない情報の提供だと思う。市立病院につ

いては、やる意欲は示されているが、実行に

結びついていない。このことを明らかにして

ほしい、との質疑に対し、昨年の４月から、

市立病院トピックスという形で、２ヶ月に１

回、作成して発行している。配布先は、料金

等の関係もあり、メロディーに折りこむこと

はしていないが、市の本庁舎、図書館、市民

会館等、公共施設や、１月からは市民ふれあ

いサロンにも掲示をしている。市民全戸に配

布することは、今できない状況だが、本庁部

局とも連携を計りながら、どうやってその配

付をしていけるか、協議検討して行きたいと

考えており、できるだけ多くの市民に情報を

提供していけるよう努力していきたい。との

答弁。 

次に、この計画の見直しに当たっては、原

則として、毎年決算ごとに行うということだ

が、１年間、１２ヶ月のスパンの中で大きく

変更を生じた場合に、方向転換をしなくては

ならない場面というのも当然出てくると思う

が、そういう場合、どこの場面で検討をされ

て、議会に説明がされるという、１年間のス

ケジュールがあるのか、との質疑に対し、１

カ月、２カ月の中で、悪化したからというこ

とではなく、過去の実績もあり、落ち込む月、

患者が増える月、そういう時期というのもあ

ることから、ドクターとの話も含めながら見

込みを推計していかなければならないと考え

ている。また、診療報酬も２カ月遅れで入り、

調定額が確定しないという状況もあるので、

計画倒れになるという時期は、年度末になら

ないとつかみきれないと考えている。との答

弁。 

次に、病院が計画より悪化し、医業収益が

足りなかった場合は、より一層一般会計から

の補てんをしていかなければならないのか、

との質疑に対し、この健全化計画の場合、計

画達成に向けて、国、道との話の中では、ま

だ求められていないが、２０年、２１年と計

画以上に達成してきており、年度末の不良債

務も計画より少なくなっている。 

例えば、２２年が単年度で不良債務が大き

く出ても、その時の年度末の不良債務が、そ

の計画の不良債務よりも少なければ、国とし

ては良しという判断をしてくれると考えてい

る。との答弁がありました。 

 質疑の終結後、本件の対応について協議の

結果、委員会の総意として、市長に対し、計

画の達成に向けた要望を行うこととして、３

月１８日に再度委員会を開催し、取りまとめ
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を行うことを決定いたしました。 

次に、３月１８日の委員会では、大綱３項

目の附帯要望について、議長を通じ、文書を

もって市長に提出することを決定し、その後、

議案に対する討論・採決を行いました。 

結果といたしまして、議案第３５号は、 

原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

この際、附帯要望について申し上げます。 

 

  議案第３５号市立美唄病院経営健全 

化計画策定の件に対する附帯要望 

 

 市長は、本件の推進に当たり、次の項目に

ついて適切な措置を講じ、計画達成に努力す

べきであります。 

１．市民に信頼される病院づくりについて 

 ① 市立病院の診療機能について、市民の

立場でわかりやすい解説が必要です。１

次～１．５次医療とは何か、市立病院で

診療できる病気とはどんな病気で、診療

できない場合はどのようにすればよいの

か、患者の身になった接遇と情報提供に

取り組むべきです。 

 ② 市立病院の必要性と、果たすべき役割

については、平成２０年１月作成の「市

立病院改革プラン」に示され、すでに経

営に反映されています。市立病院の医療

機能が市民の医療ニーズに全て応えるこ

とが出来ないことは市民が知っています。

しかし、市立病院をどのように評価し、

どんな医療機能を求めているのか、市民

にたずねる必要があります。そのための

市民意識調査に取り組むべきです。 

２．院内情報の発信と市民参加について 

 ① 情報紙「院内トピックス」が定期的に

市民に届くように、編集体制を充実すべ

きです。 

 ② 情報の提供は、病院側からの一方的な

お知らせだけではなく、市民の苦情・評

価・提言を掲載するとともに、その声に

どう対応処理したかを明らかにすること

により、情報紙を市民との交流の場と位

置づけるべきです。 

 ③ 計画の達成には推進管理が重要です。

院内組織による日々のチェックと同時に、

市民や病院経営の専門家による第三者評

価の手法を導入し、健全化計画達成に向

け、万全を図るべく市民統制システムを

確立すべきです。 

３．医師確保と看護師など医療スタッフの人

材確保について 

 ① 計画には、収入増加の方策として「内

科医師の確保による診療体制の充実」が

示されています。今日、公共施設全面禁

煙を決めた厚労省、そして国に先行して、

受動喫煙防止と公共施設の全面禁煙に向

け、出来ることから実践するよう熱心に

活動している地元美唄市医師会に呼応し、

市立病院に開設している内科禁煙外来の

ＰＲと、診療体制の拡充に取り組むこと

で美唄市医師会が訴える「医師確保」に

つながることに期待すべきです。 

 ② 看護師をはじめ医療スタッフの定着と

人材の確保は、給与など働く環境の整備

が必要です。繰り返し行われた給料減額

は既に限界に達しています。近隣自治体

病院との比較検討を行い、人材を確保で
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きる労働条件を確立すべきです。 

 

 以上、本委員会の決定どおりご承認をいた

だきますよう、お願い申し上げます。 

●議長内馬場克康君 次に、議案第３６号な

いし議案第１４号の以上１４件について、紫

藤予算審査特別委員長。 

●紫藤政則予算審査特別委員長（登壇） た

だいま議題となりました、議案第３６号平成

２１年度美唄市一般会計補正予算（第１１号）、

議案第４３号平成２１年度美唄市一般会計補

正予算（第１２号）、議案第３７号平成２１年

度美唄市国民健康保険会計補正予算（第２号）、

議案第４号平成２２年度美唄市一般会計予算、

議案第５号平成２２年度美唄市民バス会計予

算、議案第６号平成２２年度美唄市国民健康

保険会計予算、議案第７号平成２２年度美唄

市老人保健会計予算、議案第８号平成２２年

度美唄市下水道会計予算、議案第９号平成２

２年度美唄市介護保険会計予算、議案第１０

号平成２２年度美唄市介護サービス事業会計

予算、議案第１１号平成２２年度美唄市後期

高齢者医療会計予算、議案第１２号平成２２

年度市立美唄病院事業会計予算、議案第１３

号平成２２年度美唄市水道事業会計予算及び

議案第１４号平成２２年度美唄市工業用水道

事業会計予算の以上１４件について、予算審

査特別委員会の審査の経過並びに結果をご報

告申し上げます。 

経過といたしまして、３月１１日、３月１

２日、３月１５日ないし１７日の５日間、委

員会を招集して審査をいたしました。 

初めに、議案第４３号平成２１年度美唄市

一般会計補正予算（第１２号）に対する質疑・

答弁のうち、主なものについて申し上げます。 

初めに、庁舎整備事業について、経年劣化

により修繕することは理解するが、今回の臨

時交付金が来なかった場合、修繕しないのか、

あるいは通常の予算で計画的に補修していく

考えか、また、給水管工事の内容について、

との質疑に対し、今回補正で組んでいる部分

は、建築から３０年が経過している給水管等

で、これまで緊急性の高い部分から予算措置

をしてきた経過がある。また、給水管工事の

内容として、これまでの入水槽をなくし、直

接、高圧ポンプで上まで上げ、配管を全部新

しくし、階段横ボックスの中に入っているメ

インの給水ポンプを取り替えるものである。

との答弁。 

次に、街路灯と街路樹の関係について、街

路樹が街路灯の光を遮断しているような状況

に思えるが、目視などの確認はしているのか、

との質疑に対し、美唄高校、美唄工業高校付

近の街路樹は、プラタナスという品種が植わ

っており、この木は成長が早く、毎年秋口に

剪定を行っているが、今後は状況を確認しな

がら対応していきたい。との答弁。 

次に、西美唄地区の側溝整備について、今

回の補正は積み残しの分で完了するというこ

とか、との質疑に対し、西美唄地区の側溝整

備は、西１８線で全体として１，１００メー

トルある。現在、３００メートルほど完了し

ているが、今後も計画的に整備を進めていき

たい。との答弁。 

次に、峰延地区の蓮教寺周辺の舗装の進捗

状況について、との質疑に対し、蓮教寺周辺

については、下水道工事がほぼ終了している

ことから、今後、計画的に進めていきたい。
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との答弁がありました。 

次に、議案第４号平成２２年度美唄市一般

会計予算に対する質疑に入りました。 

質疑項目は４日間で延べ３５人、１１９項

目になりました。その中から、１８項目余り

について、ご報告申し上げます。 

第１款議会費、第２款総務費に対する質

疑・答弁のうち、主なものについて申し上げ

ますと、１つ目は、市政施行６０年記念事業

の関連、２つ目は、バス路線維持補助事業の

関連、３つ目は、コンピュータソフトの違法

コピー関連、４つ目に、市職員の健康管理の

関連でございます。 

１つ目、市政施行６０周年記念事業につい

て、開基１２０周年という位置づけもあると

思うが、開基は美唄市の誕生を記念する年と

いう事で、市政６０周年の冠と合わせて、開

基１２０年の冠も付けていくことが必要では

ないか。また、協働のまちづくりの観点から、

市民とともにつくりあげる市政６０周年を検

討してほしいが、との質疑に対し、開基とい

う表現については、先住民との関係で、こう

いう使用を自粛するよう道庁の方からも指導

があり、ほとんどの自治体でも使わないよう

になってきており、そういうことで、今回、

市政６０年ということで冠はつけるものの、

これまで本市が歩んできた１２０年というも

のにも重きを置きながら、取り組んでいきた

い。また、ＰＲについても、メロディーにお

いて、特集も含めて考えているが、意見とし

ていただいたホームページについても、載せ

る方向で検討したい。との答弁。 

２つ目、バス事業の関連ですが、美唄市バ

ス路線維持補助事業について、この制度は、

今までなかった制度なのか、また、北海道バ

ス運行対策補助金の制度は前々からあったと

思うが、これに該当しない路線とは、との質

疑に対し、道のバス路線補助の要綱では、路

線の延長や、乗車人員などという決めがあり、

それを越えなければ該当しないことになって

いる。今回の南美唄線、専大線については、

延長が足りないなどで、道の補助が受けられ

ないため、市において新たに単独として補助

をする。との答弁。 

赤字の半分を補助することで、赤字半分は

残るということになるが、他の部分の黒字で

カバーしていくのか、それとも、赤字が出れ

ば、そこは撤退するという考えなのか。また、

この補助を出すに当たっての補助基準のよう

なものはあるのか、との質疑に対し、赤字全

額を市が負担するとなれば、赤字額が幾らに

なっても全部市が負担していくということも

考えられるので、経営者側の努力も求めたい

と考えている。将来的に額が大きくなってく

ることも考えられるので、補助の限度額を設

けている。また、新年度の執行に向け、要綱

を整備している段階で、中身については、収

入には、補助対象路線に係る収入、広告料な

どの雑収入、その他、他の団体からの助成と

かがあれば、全部収入として見る。費用に関

しては、その補助対象路線を運送するための

必要な経費の額で、年間の収支を出して、赤

字が出た場合は、その２分の１を補助する。

そういう考えで準備を進めている。との答弁。 

３つ目、道庁におけるコンピュータソフト

の違法コピー問題で、美唄との関連でござい

ます。 

美唄市において、ソフトの違法コピーは存
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在するのか、との質疑に対し、不正コピーは

ないものと承知はしているが、改めて職員に

向けてはソフトウエアの著作権に関して十分

留意すること、適正な管理をさらに徹底する

ということで、注意を喚起する文書を発信し、

徹底してきている。また、どのようなコンピ

ュータソフトを現在使用しているのか調査を

進めており、年度内を目途に完了させたい。

調査結果については、公用パソコンの管理台

帳という形で整理をしたいと考えており、今

後の適正管理について、一層徹底していきた

いと考えている。との答弁。 

４つ目、職員の健康管理の関係でございま

す。市職員の健康診断では、昨年伺ったとき

にも要検査といった方が非常に多く、喫煙の

方も非常に多く見受けられるが、ぜひ職員も

禁煙をしてはどうか、との質疑に対し、今、

公共施設全般の禁煙について、保健福祉部が

中心となり、庁内で検討会議を立ち上げ検討

していくことになっている。また、それぞれ

の職員が禁煙することにより、健康が保たれ

るという部分も指摘されているので、そうい

う部分も含め、議論をしながら、今後、方向

を出していきたいと考えている。との答弁。 

次に、体調不良で休職している職員の復職、

また、職員の健康管理についてどのように考

えているか、との質疑に対し、職員の健康に

関しては、普段より健康管理の配慮というこ

とで指導している。具体的にかからないため

の予防、万が一疾病になったときの治療の体

制、あるいは、特に最近多いメンタルヘルス

では、専門のアドバザーも確保し、適時対応

している。また、復帰に当たっては、しっか

りと体制をつくり、１日も早く全力で仕事が

できるよう努めていきたいと考えている。と

の答弁がありました。 

次に、第３款民生費、第４款衛生費につい

ては、３項目であります。 

１つ目は、子育て短期支援事業、子ども手

当の支給関連事業、２つ目は、生活保護と障

がい者に準ずる高齢者の所得税法上の控除の

関連、３つ目に、環境基本計画策定事業とご

み処理体系再構築事業関連について申し上げ

ます。 

１つ目、子育て短期事業について、事業に

対する必要性と美唄市民にニーズがあるのか、

また、増えた場合はどうなるのか、との質疑

に対し、少子化で子どもが減少し、子育てに

対する不安や子どもとのコミュニケーション

がうまくとれないなど、養育困難な保護者の

数は増加傾向にある。次世代育成支援行動計

画のニーズ調査において、子育てに対して不

安感や負担感を感じる保護者は、就学前で４

３．７％、小学校の低学年で４２．７％、家

族以外に泊まりがけで預けたことが保護者は、

就学前に１５．８％、小学校低学年では１７．

５％、一時的な預かりも就学前では２８．２％、

小学校で２４．１％となっており、これらの

調査からニーズはあると判断した。予算が増

えた場合については、こうした補助的な事業

については、義務的に対応していかなければ

ならないことから、増えた部分については対

応する考えである。との答弁。 

子ども手当の支給事業についてでございま

す。対象者数、世帯数、支給方法、期間中の

転入・転出の取り扱い、福祉施設に入所して

いる場合の対応はどうなるのか、また、父子

家庭からの要望の有無と案内方法について、
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との質疑に対し、子ども手当の対象者数は２，

１６４名で、うち中学生は５０１名、世帯数

は約１，０００世帯となっている。支給方法

については、振り込みによる支給方法となる。

転入・転出の場合は、４月１日美唄市から他

市へ転出した場合は、２、３、４月分は美唄

市から支給され、５月分から転出した市から

支給される。この場合、２月、３月は児童手

当として支給になる。転入の場合は、４月に

美唄市に転入してきた場合、翌月の５月から

子ども手当として美唄市で支給し、４月分ま

ではその前に住んでいた市から支給される。

施設入所の児童への支給については、看護を

している養育者に支給され、親がいなくて施

設入所している児童は、今の段階では該当し

ない。また、父子からの要請については、直

接いただいていないが、現状を見て大変さと

いうのは十分理解している。との答弁。 

次に、子育て支援事業について、もう１点

ございました。子どもの預け場所、法人の形

態、個人負担額について、との質疑に対し、

預かり先については、養護施設か里親が預か

ることになっており、養護施設は美唄市内に

ないことから、岩見沢の養護施設を対象とし

ている。岩見沢の養護施設は、社会福祉施設

で岩見沢の春日町にある。 

費用区分について、ショートステイでは、

生活保護世帯で２歳未満、２歳以上、ともに

ゼロ円。市民税非課税世帯で２歳未満は１，

１００円、２歳以上は１，０００円、その他

として２歳未満は５，３５０円、２歳以上は

２，７５０円が自己負担となる。また、トワ

イライトステイでは、生活保護世帯は平日・

休日ともにゼロ円。市民税非課税世帯では、

平日は３００円、休日は３５０円、その他の

世帯では、平日は７５０円、休日は１，３５

０円の自己負担を予定している。との答弁。 

次に、子ども手当支給事業について、申請

後に生まれた子の扱い、ＤＶ世帯の扱いにつ

いて、との質疑に対し、申請後に生まれた場

合は、額改定届を提出することにより、翌月

から支給される。ＤＶを受けている世帯につ

いては、婦人センター及び児童相談所でＤＶ

を受けている証明書を発行してもらい申請す

ると母親の方へ支給することができる。との

答弁。 

２つ目は、生活保護等でございます。生活

保護について、美唄市の財政状況も厳しい状

況なので、受給者に対する審査過程等、しっ

かり認識をしながら審査に当たってほしいが、

今後の受給者減に向けての考え方について、

との質疑に対し、生活困窮者に対するきめ細

かな対応は常日頃からしており、これに対す

る審査も２週間程度をかけて行っている。ま

た、就労支援相談員を配置しており、就職に

向けた活動も含めて、相談者の立場に立って

今後も努めていきたいと考えている。との答

弁。 

障がい者に準ずる高齢者の所得税法上の控

除について、この対象人員は、また、この制

度について非常にわかりづらい制度だと思う

ので、メロディーでお知らせするだけではな

く、行政から対象者に対して働きかけができ

ないのか、との質疑に対し、この制度につい

ては、障がい者認定を受けていない高齢者で、

障がいを持っている方に準ずるような状態に

ある方に対し、税法上の控除をする制度にな

っている。今年度、９名の方が手続をされ、
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昨年についても９名手続されている。今後、

制度の周知については、メロディーに、読ん

でわかりやすい内容を記載すること、また、

各病院、施設等で入院、入所されている方々

については、各施設等で制度について理解し

ていただき、該当者に周知していただく対応

をしていきたいと考えている。との答弁。 

３つ目は、環境基本計画であります。環境

基本計画策定事業について、業務委託の内容

と委託先、期間及び計画策定については、委

託しないでできないのか、との質疑に対し、

環境基本計画の策定に当たり、広範にわたる

環境データの収集分析や、小・中・高、さら

には事業者、市民を対象にしたアンケート調

査を実施する予定で、アンケート調査の結果

分析、集計、さらには環境の設定、行動指針

を策定する観点から、客観的・専門的な情報

分析を行う必要があることから、業務を委託

するものである。委託先については、まだ未

定であり、早急に基本計画の実績のあるコン

サルを考え、委託の期間は１年間としている。

また、自前での作成については、平成２３年

度にスタートする美唄市の新総合計画のスタ

ート年次と合わせるということで、１年間で

計画を策定するというハードなスケジュール

の中で進めていることもあり、アンケート調

査の印刷や、発送、回収など、できる部分は

可能な限り自前で行うが、調査の分析につい

ては、専門的な形式、知識が必要と考えてい

ることから、業務委託をする考えである。と

の答弁。 

次に、ごみ処理費のごみ処理体系再構築事

業について、８６２万７，０００円の事業費

の内訳について、また、今後の方向性という

のはいつぐらいに明らかになるのか、との質

疑に対し、平成１５年に策定した減量化と適

正処理に関する美唄市の一般廃棄物処理基本

計画の見直しに係る経費が３６６万２，００

０円、新たな中間処理の施設を行っていく計

画づくりについての委託料５２万５，０００

円、新たな中間処理施設の建設に必要な施設

の条件と、使用等を決定するための計画、そ

して、ごみ処理施設基本計画の策定業務委託

料が４２６万３，０００円になっている。ま

た、ごみ処理の今後のあり方について、本市

のごみのボリューム全体を考えた場合に、ど

の方向がいいのかということを、今年度につ

いては内部で検討していき、施設の建設費用、

ランニングコスト等について、できるだけ早

い時期に一定の方向を明らかにし、それに沿

った形で２２年度具体的な検討を進めたい。

との答弁。 

次に、第５款労働費、第６款農林費でござ

いますが、３項目ございます。１つは、ふる

さとハローワーク管理運営事業など、２つは、

ＨＣＣの支援関連事業、３つ目に、地域ＩＣ

Ｔ利活用モデル事業などでございます。 

１つ目、ふるさとハローワーク管理運営事

業について、今回、新規に１名を採用すると

いうことでいいのか、また、求職者に対する

相談業務のプライバシーが守られるのかとの

質疑に対し、職員の配置については、新たに

１名を雇用して配置する考え方で、相談業務

については、プライバシーにも配慮が必要と

考え、壁で仕切って相談を受けられる場所や、

小会議室も設けていることから、プライバシ

ーの確保に支障がない仕組みで進めている。

との答弁。 
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次に、地域資源を活用した農村と都市の対

流事業について、協力隊員の採用に対する選

考基準はどのようなものか、また、１年後の

考え方は、との質疑に対し、選定基準につい

ては、都市圏から過疎にということが条件に

なっている。募集については、総務省のホー

ムページや市のポータルサイトＰＩＰＡなど

で公募を予定している。また、総務省にある

地域おこし協力隊の推進要綱では、１年以上

３年以下の期間について実施できると定めら

れている。引き続きお願いするかどうかは、

本人の意向や仕事ぶりを見ながら考えていき

たい。との答弁。 

２つ目、情報処理訓練校ＨＣＣの支援事業

でございます。情報処理訓練校支援事業につ

いて、新年度に向けての考え方、また、来年

度の学生募集の状況と、今年度卒業される

方々の就職状況について、との質疑に対し、

現在、美唄情報開発学園が運営しているが、

新年度においても、現在の法人で運営をして

いきたいと考えている。また、新年度の入学

生の状況については、３月１日現在で２３名

程度、卒業生の就職状況については、就職希

望者１７名中現在のところ５人の就職内定と

聞いている。との答弁。 

次に、コンピュータ・カレッジの施設の利

用等の状況について、また、学校で学ぶ側の

選択肢の中に入ってくるというための工夫・

努力という市長の決意は、との質疑に対し、

この学校の存続に向けて、建物、機械更新、

就職対策、募集関係など、さまざまな問題に

ついて、鋭意努力しなければならない要素が

あるが、国に対して言うことは言い、自分達

がやれることはしっかりやり、この学校が存

続できるよう、できるだけの力を振り向けた

いと考えている。との答弁。 

次は、地域ＩＣＴ利活用モデル等でござい

ます。地域ＩＣＴ利活用モデル推進事業につ

いて、この１年間の実績が前の年と比較して

どうだったのか、また、予算額が大きく下が

るわけだが、活動内容の見通しについてどう

考えているか、との質疑に対し、実績につい

て、アクセス数については、５７万４，３６

３件から１３８万３，９０１件と約３倍に、

ネット販売額については、５８万９，０００

円から１４７万３，０００円と上がっている。

今年度の事業の見通しについては、今までの

３年間はシステム開発で大きな経費がかかっ

ており、今後は運用部分だけなので、経費が

大幅に下がっている。民間移行後についても、

経費についてはハード・ソフトの保守経費等

になっており、今までとは活動内容も変わっ

ていないと考えている。との答弁。 

次に、地場産品アンテナショップでござい

ます。地場産品アンテナショップ運営事業に

ついて、売り上げ等について、当初予定と比

べてどうだったか、また、２２年度以降の取

り組みはどのように考えているか、との質疑

に対し、当初、９ヶ月で概ね販売額が１，５

００万円ということで考えていた。これが、

８ヶ月で１，５００万円という結果になり、

９ヶ月間でおよそ１，６００万円ぐらいの売

り上げということで、ほぼ目標はクリアした

と考えている。また、２２年度以降の取り組

みについては、出店者会議等で集客に結びつ

ける取り組みを自ら考えていただいている。

アンテナショップの場所については、本年の

１１月末頃までに２３年度の設置場所の選定
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を行う予定でいる。との答弁。 

次に、第７款商工費、第８款土木費につき

ましては、２項目でございます。 

１つ目、高齢者にやさしい商店街づくり実

証事業について、すずらん通り商店街でもシ

ャッターが下りているところが結構あるが、

そういう店がなくなるための事業については

考えているのか、との質疑に対し、現在、核

店舗となっているコア美唄の中の空き店舗を

活用し、高齢者を初めとする市民の方誰もが

利用できる公共スペースを設け、さまざまな

イベント、各種の講座の開設、世代間交流の

場など、人がより多く集まり、にぎわいを創

出していくということを目的とし、さらに公

共スペースに集まりやすい環境づくりや、商

店街に対してどういう効果があらわれるかな

ど、検証していきたいと考えている。 

また、空き店舗の有効活用として、積極的

に取り組みを考えていきたいと思っているが、

費用面や協力体制などを考えると、今すぐと

いうことは無理だが、今後も継続して取り組

みを進めていきたいと考えている。との答弁。 

２つ目は、住宅改修の関係でございますが、

住宅改修促進助成事業について、バリアフリ

ーや断熱の改修に限定しないで、新築を含め

た助成については考えていないのか。また、

国の方では、住宅エコポイント制度ができた

が、市の制度との関連はあるのか、との質疑

に対し、制度の拡充等については、他市の事

例も調べ、国の支援制度等も十分踏まえなが

ら研究していきたいと考えている。住宅エコ

ポイントについては、改修助成事業とは別な

制度で、関連はないと考えているが、エコポ

イント制度の中には、国費等が含まれている

場合は除かれる場合もあると聞いているが、

その辺はまだ具体的に提示されていないので、

今後、確認をしていきたいと考えている。と

の答弁。 

次に、除排雪事業について、今年度の除排

雪の決算見込みはどうなっているか、との質

疑に対し、今の段階では、約３％の減額にな

っており、除雪受託業務で約４００万円程度

の減額という見込みになっている。排雪につ

いても直営でやっているので、今年の雪の降

り具合で行くと、雪捨て場などの管理も含め

約２，０００万円程度の残になるのではない

かと試算している。との答弁がありました。 

なお、労働、農林の関係で、ご報告する部

分が一部抜けておりましたので、申し上げた

いと思います。農林費の関連でございます。 

おぼろづきについては、１月の段階で、農

協が約３７０ヘクタール作付けした中で完売

され、７０ヘクタールつくられたゆめぴりか

は、約７割が倉庫に眠ったままである。こう

いう実態に対し、行政として農政部を新たに

設けて、美唄市の稲作振興に鋭意努力されて

いるが、これらの実態に関して、どのように

認識しているか、との質疑に対し、昨年の異

常低温による本市の水稲が大きな被害を受け

たという状況で、これについては、本市も含

めて普及センター、あるいは道も、昨年の反

省の提示をしてきてるところで、適正な水管

理が十分でなかったところがあるのではない

か。畦畔の整備が十分でなく、そのことによ

って、その時期の水位を上げて保水をし、水

温を上げることができないほ場があった部分

が、１つの原因でないかと分析されている。

おぼろづきについては、これは北農研で分析
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をし、品種特性として耐冷性という形の品種

だということで、国、あるいは道も認めてい

るところであり、そのことが実際に北海道の

優良品種、平成１７年に優良品種され、北海

道を代表する水稲であることについては間違

いないと考えている。一方、ゆめぴりかにつ

いては、昨年から生産が始まったが、残念な

がら本市の中では大きな作付面積はなく、全

道的にも被害が大きかったという事で、北海

道もこの部分には力を入れていく動きをして

おり、本市にあっては、おぼろづきとゆめぴ

りかは若干増え、良質・良食味米に対する生

産者の意識も高いと思っている。との答弁が

ありました。 

次に、第９款消防費、第１０款教育費に関

係しては、５項目程度であります。１項目は、

消防はしご車とグループホーム火災関連、２

つ目は、中央幼稚園の閉園関連、３つ目は、

学校の維持補修関連、４つ目に、全国学テ、

北教組の活動、教師の不適切指導、最後に、

同趣旨のものが入っておりますが、視点が違

いますので、３月９日の空知管内の学校での

指導の事実関係などについて報告をしたいと

思います。 

１つ目、美唄で所有しているはしご車につ

いて、美唄の高層住宅に対して可能なのか、

との質疑に対し、美唄市で一番高い建物がゆ

たかニュータウンとなっており、それに対し

てはしご車を購入しているため、美唄での高

層住宅に対しては可能である。との答弁。 

次に、はしご車総合点検整備事業について、

はしご車のオーバーホールの日数と、整備期

間中に何かあったらどうするのか、との質疑

に対し、はしご車については、整備について

も北海道森田ポンプを予定している。購入先

も同じところでございます。そこで、整備点

検の日数については、概ね１８０日となって

いる。整備期間中に何かあった場合は、北海

道広域応援協定がある事から、何かの場合は

他の地区に要請することができ、近隣の岩見

沢消防ではしご車を所有していることから、

何かあれば、応援体制の中で対応していきた

い。との答弁。 

次に、数日前、札幌のグループホームで７

人の方がなくなるという火災があり、昨年美

唄でもグループホームの火災があったが、消

防としてどのように対応しているのか、との

質疑に対し、グループホームの立入検査等に

ついて、美唄市内で同様の施設が３施設あり、

昨日緊急の立入検査を実施した。との答弁。 

次に、立入検査後、それぞれの施設で改善

しなければならないところがあったのか、ま

た、知的障がい者などのグループホームにつ

いて、点検等は行っているのか、との質疑に

対し、２施設については違反はなく、１施設

については、施設自体では避難訓練は実施し

ていたが、消防が立ち入る避難訓練が未実施

だったので、早急に消防の立ち会いのもと、

避難訓練を実施すると聞いている。 

また、知的障がい者のグループホームにつ

いては、消防の把握では２６施設あり、年に

１回ないし２回立入検査を行っている。との

答弁。 

２つ目、幼稚園の管理運営事業等でござい

ます。幼稚園管理運営事業について、今年の

３月末で中央幼稚園が閉園になるが、配置さ

れていた職員の対応はどうなるのか、との質

疑に対し、現在、嘱託の園長が１名、幼稚園
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教諭が１名、そして嘱託の公務補が１名配置

されているが、嘱託園長については、中央幼

稚園の閉園を持ってその仕事を終えると聞い

ており、幼稚園教諭については、三井美唄幼

稚園の職員２名が、本年度末で退職になるの

で、その部分で全体の職員配置を行っていく。

嘱託公務補については、他の場所でと考えて

いる。との答弁。 

次に、三井美唄幼稚園について、平成２２

年度閉園ということで、昨年の１１月に話し

合いは進められていると思うが、経過につい

て、との質疑に対し、１１月には、２２年度

の入園状況を見ながら、改めて地域と話し合

いをすることとしている。２２年度の園児数

は、２１年度と同じ１３人と見込んでいる事

から、この後、地域の方々と幼稚園教育の目

指すべきものの達成が行われるかどうか、教

育委員会としての考え方を理解してもらえる

ような話し合いの場を設定し、進めたいと考

えている。との答弁。 

３つ目、小中学校の維持補修事業について、

昨年の１２月に美唄市のＰＴＡ連合会が、教

育長宛に約４０項目の要望を提出していると

思うが、今回の予算執行に当たっては、主に

どういう基準で反映させようとしているのか、

との質疑に対し、多くの要望が出されている

が、２２年度については、学校の網戸等の設

置を年次計画を立てながら対応を予定してい

る。そのほかの部分については、対応が難し

く次年度以降検討したいと考えている。との

答弁。 

次に、教育費全体で見ると、予算全体に占

める比率は若干上がっているが、学校管理費

について、２１年度と比較した場合増額にな

っているのか、との質疑に対し、小学校につ

いては前年度比１４９万６，０００円、２１．

４％の増、中学校については１１６万７，０

００円、２３．２％の増になっている。との

答弁。 

次に、全国学テ等の関係でございます。全

国学力テストに関して予算措置が行われれば

実施をするということだが、結果の公表につ

いて、今後の美唄市の考え方は、との質疑に

対し、平成２２年度の調査の実施要領の中に

抽出調査の対象となった学校の各児童・生徒

の調査結果等の取り扱いについての配慮事項

という部分を踏まえ、今年度までの悉皆調査

から抽出調査に変わることから、希望利用し

た場合のデータがどのように示されるのかと

いう部分を見きわめながら、結果の公表につ

いては、慎重に教育委員会として今後検討し

て、対応したいと考えている。との答弁。 

北教組の活動に関してでございます。不適

切な指導ということで、道議会の一般質問で

も取り上げられ、空知の教育管内の保護者か

らという事で、６年生の事業において卒業式

で国歌斉唱があるけれども、日の丸や君が代

は侵略戦争のシンボルとして使われたものだ。

斉唱のときは歌うか歌わないかは、あなた方

が自分で決めることだという指導が行われた

というようなことであるが、道教委としては、

事実関係を早急に把握して、厳正に対処して

いきたいというふうにコメントしていると聞

いている。市教委として、事実関係を把握し

ているのか、との質疑に対して、現段階では

そういった事実については確認をされていな

い。との答弁。 

重ねて、道議会の一般質問で取り上げられ、
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大きな問題になっているというふうに承知を

している。本当に大丈夫なのか。今後どうや

って把握をしていくのか、との質疑に対し、

道議会の発言に基づいて調査委員会に調査依

頼があり、調査した結果、現段階でそういう

事実は確認されていない。ということで道に

報告をした。との答弁。 

今度は同趣旨ですが、違う視点からの質疑

でございます。子供の指導をすることに対し

て、道教委が調査を依頼してきたことは、教

師が言ってはならないことを言ったという前

提に立っている。また、学校が特定されてい

る調査を行った結果そういった事実はないと

いう返事だ。個々の教師の１時間、１時間の

学校での指導内容が取り上げられ、いちいち

問題にされるという、まずそのことが極めて

異例なことだと思う。教育行政機関といえど

も、明らかに越権行為ではないか。あるべき

ことではないと思うが、との質疑に対し、現

場を混乱させない。伸び伸び教育できるとい

う環境を整え、これはもう当然のことだと認

識している。事実関係の把握を一方で必要で

あるというふうに考えているところだ。との

答弁。 

重ねての質疑でございますが、教育委員会

には５人の教育委員がいる。極めてまれな調

査がおりてきたことについて、その判断を教

育長に任されているということになるのか。

教育委員会を開いて、その検討するという検

討の範疇に入らないのか。その辺の判断はど

うだったのか、との質疑に対し、今回の調査

については、教育委員会事務局として調査す

べきものを判断をして行った。との答弁。 

例えば、地教行法の条文のどのどこに根拠

があるんだろうか、との質疑に対し、非常に

異例な調査というふうに考えている。内容が

デリケートな話であり、公書までもらうかと

いう話にもなった。委員会そのものは開かな

かったけれども、教育行政の執行を預かる立

場として、教育長の判断で執行局の範疇だと

いうことで報告をしたということである。基

本的には地方自治法、それから地方教育組織

に関する法律、この中での関係もあり、一応

報告義務という規定もあるので、報告せざる

を得ないかなという考え方に基づいた。学校

現場が混乱しないよう、そういった面も配慮

しながら、今回報告に至った。との答弁。 

次に、議案第６号平成２２年度美唄市国民

健康保険会計に対する質疑・答弁について申

し上げます。 

初めに、国民健康保険税と国庫支出金につ

いて、前年度に比べ大幅な減額となっている

が、それぞれの減額の理由について、との質

疑に対し、国民健康保険税は各所得者の所得

金額、住民税を参考にしながら計算しており、

ほぼ横ばいで算出しているが、減については、

見込みの被保険者数が１９３名を落ちる計算

をしており、その分の金額が減になっている。

国庫支出金の減については、主なものが療養

給付費負担金になるが、歳出の方の療養給付

費が平成２１年度に比べて大幅に減少してる

ので、それに関連して減少している。との答

弁。 

次に、国保税の収納率について、２１年度

の見込みはどの程度になるか、また、収納率

の低いところにペナルティーをかけるという

ことで、国庫支出金が減額をされるわけだが、

２２年度においての見込み額はどうなってい
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るのか、との質疑に対し、収納率の見込みに

ついては、平成２０年度においては、現年度

分が９２．０％、滞納繰越分が８．４％とい

うことで、合わせると、５０．５％という収

納率になっている。２１年度については、さ

らにこれを上回る取り組みを年度末まで継続

してやっていく。また、財政調整交付金につ

いては、１，８００万円程度を見込んでいる。

との答弁がありました。 

次に、議案第１３号平成２２年度美唄市水

道事業会計予算に対する質疑・答弁について

申し上げます。 

初めに、美唄市の場合は、美唄水系と桂沢

水系の２水系あるが、必要なのか、との質疑

に対し、災害等が起きた場合や、片方の水系

に事故が起きた場合において、２水系あるこ

とで解消できると考えている。今後、２水系

のあり方については、十分に検討していきた

いと考えている。との答弁。 

次に、今後、水道料金の値上げは考えてい

るのか、との質疑に対し、２１年度において

１億８，８００万円余り資金剰余がある事か

ら、現時点においては考えていない。今後、

人口減少に伴い利益も落ちてくることも考え

られるので、いつかの時点では料金改定が必

要になることも考えられる。との答弁があり

ました。 

なお、議案第３６号平成２１年度美唄市一

般会計補正予算（第１１号）、議案第３７号平

成２１年度美唄市国民健康保険会計補正予算

（第２号）、議案第５号平成２２年度美唄市民

バス会計予算、議案第７号平成２２年度美唄

市老人保健会計予算、議案第８号平成２２年

度美唄市下水道会計予算、議案第９号平成２

２年度美唄市介護保険会計予算、議案第１０

号平成２２年度美唄市介護サービス事業会計

予算、議案第１１号平成２２年度後期高齢者

医療会計予算、議案第１２号平成２２年度市

立美唄病院事業会計予算及び議案第１４号平

成２２年度美唄市工業用水道事業会計の以上

１０件については、質疑はありませんでした。 

結果といたしまして、議案第３６号及び議

案第３７号、議案第４３号、議案第５号、議

案第７号ないし議案第１４号の以上１２件に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

また、議案第４号及び議案第６号の以上２

件については、ご異議がありましたので、起

立採決の結果、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

本委員会の決定どおりご承認いただきます

ようお願い申し上げまして、報告を終わりま

す。 

●議長内馬場克康君 これより議案第１６号

ないし議案第２５号の以上１０件について、

一括質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。

これより一括採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第１６１６１６１６号美唄市長号美唄市長号美唄市長号美唄市長のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理

にににに関関関関するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定のののの件件件件ないしないしないしないし議案第議案第議案第議案第２５２５２５２５号指号指号指号指
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定管理者定管理者定管理者定管理者のののの指定指定指定指定のののの件件件件の以上１０件は、委員長

報告のとおり決定決定決定決定されました。 

これより議案第２６号について質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

１番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ただいま議題

となりました議案第２６号美唄市税条例の一

部改正の件につきまして、討論に参加いたし

ます。 

初めに申し上げますが、私の立場は原案に

反対です。以下、その理由と若干の意見を申

し上げます。 

議案は、地方税法施行令において、平成２

１年４月１日から国民健康保険税の介護納付

金課税額に関わる課税限度額が９万円から１

０万円に引き上げられていることから、本市

においても同様の限度額とする事と、後期高

齢者医療制度上の軽減措置の継続のため必要

な改正を行う内容のものです。後期高齢者医

療制度上の軽減措置の継続には異議はありま

せん。政権が交代して、国民の暮らしに少し

はやさしい目線が向けられ始めましたが、国

民皆保険を支える上で大きな役割を果たす国

民健康保険の置かれている状況は、依然厳し

いと言わざるを得ません。国民健康保険加入

者は病院受診時には医療費を負担しなければ

ならない上に、高い国民健康保険税を払わな

ければならない。この原因はどこにあるので

しょうか。この２０年余りの間に国庫負担率

が４９．８％から２５％に半減する中、国民

一人当たりの保険料は３万９，０２０円から

８万４，３６７円と倍増していたという数字

を見れば、原因は明らかです。政権が変わる

ことを選択した国民の願いの中には、国民健

康保険の健全な運営を求める願いも含まれて

いたはずです。 

桜井市長におかれましては、国に対して国

庫負担を引き上げることを、声を大きく上げ

ていただきたいと考えます。今後、美唄市国

民健康保険の運営自体も税負担の引き上げの

議論が必要となる可能性が大きい状況のもと、

国の課税限度額の引き上げに連動し、市民に

負担を強いることには断固反対するものです。 

以上、討論を終わります。 

●議長内馬場克康君 これをもって討論を終

結いたします。 

これより採決いたします。 

ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は原案可決であり

ます。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、議案第議案第議案第議案第２６２６２６２６号美唄市税条例号美唄市税条例号美唄市税条例号美唄市税条例のののの一部一部一部一部

改正改正改正改正のののの件件件件は、委員長報告のとおり決定決定決定決定されま

した。 

これより議案第２７号ないし議案第３３号

の以上７件について、一括質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。 
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これより一括採決いたします。 

本件は、委員長のとおり決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第２７２７２７２７号美唄市美号美唄市美号美唄市美号美唄市美しきまちづしきまちづしきまちづしきまちづ

くりくりくりくり条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正のののの件件件件ないしないしないしないし議案第議案第議案第議案第３３３３３３３３号号号号

美唄市準用河川及美唄市準用河川及美唄市準用河川及美唄市準用河川及びびびび普通河川流水占用料等徴普通河川流水占用料等徴普通河川流水占用料等徴普通河川流水占用料等徴

収条例収条例収条例収条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正のののの件件件件の以上７件は、委員長

報告のとおり決定決定決定決定されました。 

これより議案第３４号について質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

１３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員（登壇） ただ今議題

となりました議案第３４号財産取得の件につ

いて、反対の立場で討論をいたしたいと思い

ます。 

新しい道営住宅の建設、そして関連する美

の里団地の取得と、これは切り離せない一体

の事業だと認識をしておりますが、今回の財

産の取得に関しましては、地方自治法等の規

定によりまして、一定の金額、一定の要件を

必要とする分に関しての議会の議決というこ

とですから、土地に関する契約ということに

なると思います。本来ですと、年明け補正予

算でそれらについての議論が終わりまして、

あとは、契約という手続の状況でございます

から、すんなり行くというのが一般的なのか

もしれません。私は、この美の里団地の取得

に関しましては、一貫して反対の論陣を張っ

てまいりました。繰り返し、そのことをこの

場で重複して申し上げる考えはございません

が、整理をしますと、なぜ、古い厄介者を背

負うのかと、いずれ金がかかって、新しく建

て直さなきゃならんものを、なぜ取得しなき

ゃいけないのかと。これは市民に説明がつか

ないということであります。 

併せて、関連する中央駐車場の用地の取得

費が１億０，８００万という当初予算に比較

しまして、大幅な減額となったという事も私

の考えに拍車をかける状況でございました。

今日は、この反対の理由というものを、まち

づくりというのはいかにあるべきかと、計画

行政とはいかにあるべきかという視点で申し

上げてみたいというふうに考えてございます。 

私がこの事業に関して承知をしましたのは、

平成２０年、２００８年の６月４日のプレス

空知の記事でございました。柿木道議の道政

報告５月期、これを見まして、初めて知った

わけでございます。と言いますのは、美唄市

のまちづくりの基本は、美唄２１世紀まちづ

くりプラン第５期美唄市総合計画、ここにま

ちづくりの方向と主要事業が掲載をされてい

るわけであります。これには全くない見直し

計画、平成２０年、２１年の見直し計画の中

にも出ていない。出ていない事業をこれらの

外側の報道で明らかにされたということの、

まず１つは衝撃がございました。そしてその

中で、この道政報告の文書でいきますと、道

営美の里団地と、市営住宅を交換すると、こ

う書いてありました。交換をして、事業を進

めるんだということが書いてありました。交

換というのは、これは意味が違うというふう

に思いますが、どんをするんだろうというこ

とでございました。私は、まず、美唄のまち
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づくりは、この総合計画であり、そして、多

くの知恵を集約をしてつくった美唄市中心市

街地活性化基本計画、こことの整合性もなき

ゃならんというふうに考えてございます。平

成１７年４月に、桜井市長がまとめられた中

心市街地活性化計画であります。この中の計

画の中の中央駐車場エリアに関しましては、

道営住宅を建てると、そういうのは一切ない

わけであります。私は自分の頭で考えて、自

分のまちをつくっていくということが、今ほ

ど求められていることはないと思います。執

行側の立場とすれば、北海道が新たな道営住

宅を建設するための１つの前提条件としてい

る、こういうお話もあったわけでございます。

確かに、北海道のこの住宅に関する基本方針、

これが定められておりまして、その中に道営

住宅の今後についてどうするのかと、新たな

道営住宅の建設に当たっては、こうするとい

うような方針が出されていることも承知をい

たしました。この方針というのは、道営住宅

整備活用方針あるわけでございます。２００

０年の分権一括法が出されまして、国と地方

の関係、対等、そして協力関係というふうに

なりました。機関委任事務の廃止が最たるも

のであります。北海道と美唄市においても同

様でありました。パートナーとしてのかかわ

りでございます。法律事項ではないわけで、

道が定めた方針ということであります。 

私は、原点に返った議論が必要だったと。

今さら遅いのかもしれませんが、これがなさ

れていなかった。このことは残念でならない

わけであります。今からでも遅くはないと思

います。議会の意思を古い住宅を取得をする

ということはまかりならん。そういう格好で

意思決定していただきたい。この事を心から

申し上げまして、反対討論に代える次第です。 

ご清聴ありがとうございました。 

●議長内馬場克康君 これをもって討論を終

結いたします。 

これより採決いたします。 

ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は原案可決であり

ます。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、議案議案議案議案第第第第３４３４３４３４号財産取得号財産取得号財産取得号財産取得のののの件件件件は、委

員長報告のとおり決定決定決定決定されました。 

午後１時まで休憩をいたします。 

 

正午１２時１５分 休憩 

午後 １ 時００分 開議 

 

●議長内馬場克康君 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

これより議案第３５号について質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第３５３５３５３５号市立美唄病院経営健号市立美唄病院経営健号市立美唄病院経営健号市立美唄病院経営健

全化計画策定全化計画策定全化計画策定全化計画策定のののの件件件件は、委員長報告のとおり決決決決

定定定定されました。 

これより議案第３６号ないし議案第３７号

の以上３件について、一括質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。 

これより一括採決いたします。 

本件は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第３６３６３６３６号平成号平成号平成号平成２１２１２１２１年度美唄市年度美唄市年度美唄市年度美唄市

一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算（（（（第第第第１１１１１１１１号号号号））））ないしないしないしないし議案第議案第議案第議案第

３７３７３７３７号平成号平成号平成号平成２１２１２１２１年度美唄市国民健康保険会計年度美唄市国民健康保険会計年度美唄市国民健康保険会計年度美唄市国民健康保険会計

補正予算補正予算補正予算補正予算（（（（第第第第２２２２号号号号））））の以上３件については、

委員長報告のとおり決定決定決定決定されました。 

これより議案第４号について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

７番、長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員（登壇） ただいま議

題となりました議案第４号平成２２年度美唄

市一般会計予算に対しまして、討論に参加い

たします。 

最初に申し上げますが、私は原案に反対の

立場であります。 

鳩山内閣は、昨年の１２月、平成２２年度

の政府予算を発表しました。鳩山首相は何よ

りも人の命を大切にし、国民生活を守る政治

を実現するための予算だとしています。昨年

の８月まで続いた自公政権は、財界とアメリ

カ言いなりの政治を進めるために、自ら招い

た財政破綻のツケを構造改革の名で国民に押

しつけてきました。社会保障の自然増を毎年

２，２００億円も削減し、庶民増税を進める

など、命と暮らしをないがしろにする野蛮な

やり方でした。予算には部分的には構造改革

路線を改める中身が含まれています。子ども

手当や高校無償化、診療報酬の増額、生活保

護の母子加算の復活・継続や、地方交付税の

増額などです。自公政権を退陣させた国民の

粘り強い運動が、後押しした結果であると思

います。 

しかし、鳩山内閣に期待した国民の願いか

ら見れば、大きな開きがあります。例えば、

診療報酬の本体は１．５５％の引き上げにと

どまりました。小泉内閣以降トータルで８％

近くも削られており、もっと明確な引き上げ

が必要です。医療崩壊の阻止は全く不十分で

す。おまけに開業医から勤務医に振り向ける

という実態を無視した事業仕分けの議論に基

づいて、開業医の再診料を引き下げようとし

ています。 

後期高齢者医療制度の廃止も、障害者自立

支援法の応能負担の廃止も先送りされていま

す。生活保護の母子加算は復活しても老齢加

算は復活されておりません。雇用保険の全国

延長給付にも踏み切りませんでした。何より

全体に共通する大きな懸念は財源です。高校

無償化の財源には、民主党のマニフェストで

は廃止しないと明記している特定扶養控除を
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削減しています。９２兆円の歳出に対して、

税収は３７兆円、新規国債が４４兆円で、そ

の差を埋める１０兆円以上を特別会計の埋蔵

金から引き出すというものです。総選挙のと

きにも民主党の公約を実現する財源に不安を

感じるという人が８割を超えていました。 

現在、鳩山政権の内部で消費税増税の議論

が始まっています。政府予算を見る限り、国

民の不安は一層高まざるを得ません。根本の

問題は、自公政権が聖域にしてきた軍事費に

も大企業、大資産家を優遇する税制にもメス

を入れられなかったことです。２つの聖域に

メスを入れ、将来とも消費税増税に頼らず、

暮らしを優先する予算を拡充させる財政運営

へと大きく転換する必要があります。 

こうした政府予算をめぐる厳しい状況の中

で編成された平成２２年度の美唄市一般会計

予算ですが、予算の編成に当たった関係職員

の御労苦に対して、改めて敬意を表したいと

思います。 

平成２２年度一般会計予算は、歳入歳出総

額で１５９億３，５９７万８，０００円で、

前年比１１億５，９６２万９，０００円の減

となっていますが、平成２１年度の特殊要素

を除くと、２億１，１００万円の増となりま

す。歳入では、交付税が１億５，６００万円

の増で、７１億１，１００万円となっていま

す。歳出の主な部分で見ると、新年度初めて

の取り組みとして、市内バス路線南美唄線・

専大線を維持するための補助金の新設、国に

よる緊急雇用創出推進事業として、８事業合

わせて２，９４５万円、耕地利用高度化推進

事業、市営住宅火災警報器の設置など、新た

な取り組みはありますが、全体として見るな

らば、その多くは国の補正予算の中での取り

組みであります。道路側溝整備では、まだま

だ不十分であり、基幹産業である農業につい

ても農業経営の安定のための施策には不十分

さがあり、疲弊する商業への施策など多くの

課題が残されています。平成２２年度は、昨

年からの美唄市財政健全化計画で１年を経過

してみて、市民負担の増加やサービスの低下

など、市民が安心して暮らせる環境に対して、

市民の多くの不満、要求がありますが、予算

の内容は、そうした市民の声にこたえ切れて

いないものであります。本予算の執行は、結

果として国民の切実な願いと大きくかけ離れ

ている鳩山内閣の政府予算の枠組みの中での

ものであり、容認できないものであります。 

最後になりますが、美唄市民にとっての大

きな関心事は、何と言っても市立美唄病院に

ついてであります。今定例会において市立美

唄病院経営健全化計画が策定されましたが、

市民が安心して命を預けることのできる病院、

市民の命と健康を守る中核としての役割を果

たすため、一層の努力をされることを、市長

に要望して討論を終わります。 

●議長内馬場克康君５番、高橋幹夫議員。 

●５番高橋幹夫議員（登壇） ただいま議題

となりました議案第４号平成２２年度美唄市

一般会計予算につきまして、私は、委員長報

告に賛成の立場で討論に参加いたします。以

下、その理由等について申し上げさせていた

だきます。 

金融危機から続く現在の厳しい経済・雇用

情勢や、新政権による政策転換が進められる

中で、本市においては、財政健全化と共に地

域の実情に即した雇用や地域経済活性化に向
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けた取り組みを進めることが求められており

ます。平成２２年度の予算編成は、これらに

適切に対応しつつ、歳入の確保や歳出の抑制

を図るほか、美唄２１世紀まちづくりプラン

の最終年次として、福祉、環境、交流及び経

済振興の４つの重点政策を中心に国の平成２

１年度補正予算も有効に活用し、安全・安心

な暮らしの確保と地域経済の活性化に向けて、

必要な事業の選択と集中に努力・工夫された

ものと受けとめております。結果として、一

般会計予算総額１５９億３，５９７万８，０

００円を確保され、財政の健全化、地域医療

の確保、まちの活力づくり、自立と協働のま

ちづくりの推進など、本市のさまざまな課題

の解決に取り組まれる姿勢を評価するもので

あります。 

また、本市の最重要課題である市立病院の

経営改善については、市立美唄病院経営健全

化計画に基づき、市民の生命・健康を守る公

立病院としての役割を発揮していただくほか、

医師の確保と経営の効率化に全力を挙げてい

ただくことを期待するものでございます。 

次に、市政執行方針主要施策の柱に従って

特徴的な事業について申し上げますと、初め

に、やさしさと健康のまちづくりでは、安心

して子育てができる環境づくりの一環として、

新たに子育て短期支援事業を実施するほか、

国の新たな政策により子ども手当の支給を始

めるとともに、児童扶養手当の支給対象を父

子家庭に拡大いたします。さらに、緊急雇用

創出推進事業により、花の植栽や清掃など、

駅周辺の景観整備を行う障がい者の方の就労

支援を行います。 

次に、快適な暮らしを実現するまちづくり

では、道路交通網については東７条南線など

の改良舗装や側溝などの整備を進めるほか、

除排雪においては、引き続き間口除雪を実施

いたします。市営住宅については、住宅用火

災警報器の設置など、環境改善を図るほか、

民間住宅については、高齢化の進展に対応す

るため、住宅改修促進助成事業を継続いたし

ます。消防については、高規格救急自動車を

更新するほか、消火栓の創設及びはしご自動

車の総点検を行うなど、消防体制の充実強化

を図ります。さらに、地震・防災対策では、

小中学校の耐震補強工事を実施いたします。

また、難視聴対策として、我路地区のサテラ

イト局を地上デジタル中継局に整備いたしま

す。 

次に、人と自然が調和したまちづくりにお

いては、総合的な環境政策の推進に向け、美

しきまちづくり条例に定める基本理念を踏ま

え、環境基本計画を策定するほか、廃棄物の

適正処理については、ごみの減量化と再資源

化を進めるため、生ごみを含む可燃ごみの処

理方法等について計画を策定いたします。 

次に、豊かで活力ある産業が広がるまちづ

くりでは、農業については、担い手の育成確

保に向けた生産基盤の整備や、基幹水利施設

の整備を推進すると共に、地域資源を活用し

た農村と都市との交流事業により、グリー

ン・ツーリズムによる都市住民の受け入れな

どを行うほか、ＩＣＴの利活用により、地域

の魅力を発信いたします。商業については、

まちなか交流広場を活用し、中心市街地でに

ぎわいを生み出す取り組みを進めると共に、

市内で買い物をしていただく運動を展開いた

します。工業につきましては、地域の特性や
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資源を生かした、新たな研究開発事業を支援

することとしております。雇用につきまして

は、緊急雇用創出推進事業を活用し、雇用就

業機会の創出を図ると共に、ふるさとハロー

ワークを新たに開設し、求職者へのきめ細か

な相談に応じる体制づくりを進めます。 

次に、文化と交流のまちづくりでは、学校

教育については、地域に根ざし、暮らしに学

ぶという視点から、地域資源を積極的に活用

した特色ある教育を推進してまいります。私

学振興については、専修大学北海道短期大学

の新たな自宅通学支援資金制度に助成するな

ど、支援を強化してまいります。交流につい

ては、美唄観光物産協会と連携を図り、交流

拠点施設を中心とした交流活動を推進すると

共に、アンテナショップの活用やイベント出

店などにより、美唄ファン獲得に向けた取り

組みを継続するほか、地域の魅力まるごとブ

ランド化推進事業により、観光企画商品の開

発、特産品や観光資源のＰＲなどを積極的に

展開することとしております。 

本年は、開拓１２０年、市政施行６０年の

区切りの年となります。先人のこれまでのご

労苦と開拓者精神を礎として、市民と連携し、

まちに活力、魅力、個性があふれ、誇りと愛

着を持って生き生きと暮らすことができるふ

るさとづくりに、市長を先頭に全職員が一丸

となって全力で取り組まれますことを、強く

ご期待を申し上げるものでございます。 

何とぞ議員の皆様方におかれましては、議

案第４号平成２２年度美唄市一般会計予算に

ご賛同いただきますようお願いを申し上げま

して、私の賛成討論を終わらせていただきま

す。 

●議長内馬場克康君 これをもって討論を終

結いたします。 

これより採決いたします。 

ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は原案可決であり

ます。 

本件は委員長報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、議案第議案第議案第議案第４４４４号平成号平成号平成号平成２２２２２２２２年度美唄市一年度美唄市一年度美唄市一年度美唄市一

般会計予算般会計予算般会計予算般会計予算は委員長報告のとおり決定決定決定決定されま

した。 

これより議案第５号について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

本件は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第５号平成２２年度美唄市民

バス会計予算は、委員長報告のとおり決定さ

れました。 

これより議案第６号について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 
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７番、長谷川吉春議員。 

●７番長谷川吉春議員（登壇） ただいま議

題となりました議案第６号平成２２年度美唄

市国民健康保険会計に対しまして、討論に参

加いたします。 

最初に結論を申し上げますと、私の立場は

原案に反対であります。以下、その理由と若

干の意見を申し上げます。 

政府は昨年、日本の相対的貧困率を初めて

発表し、１９９７年以降、最悪になったこと

を明らかにしました。その原因は、雇用破壊

による非正規労働者の低賃金などの問題に加

え、所得の再配分においても、税と社会保障

制度がその役割を果たしていないことが大き

な原因となっています。本来、税や社会保障

には貧困の格差をなくし、貧困率を引き下げ

る役割があるにもかかわらず、日本ではそれ

らが発揮されていないのが現状です。自公政

権のもとで、長年にわたって続けられてきた

社会保障費を毎年２，２００億円を削減した

ことなどもこうした事態を生み出している大

きな原因であります。 

鳩山首相は国会での答弁で税と社会保障が

むしろ貧困率を高くしている事実は認めなけ

ればならないと答えています。国民の重たい

負担になっている社会保障費の典型が国民健

康保険税です。２００８年度の国保税の収納

率は全国平均で８８．３％と、国民皆保険に

なった１９６１年以降最低となりました。年

間所得が夫婦と子ども２人の４人家族で３０

０万円の家庭の保険税が年間４０万円にもな

り、鳩山首相も国会での答弁で所得３００万

円の方がその１割以上の国保税を払わなけれ

ばならないのは、率直に申し上げて相当高い

と答えております。 

高い保険税の最大の原因が、国庫負担が１

９８４年には４９．８％だったのを３７％に

切り下げ、２００７年には２５％に切り下げ

たことにあります。１９８４年の国民一人当

たりの平均の保険税は３万９，０２０円だっ

たのが、２００７年には８万４，３６７円に

なっています。２０年余りの間で国庫負担が

半分になり、国民の負担が２倍以上になって

います。払いたくても払えず、無保険になっ

たり、資格証明書になって診療が遅れ、命を

亡くされた方が、昨年１年間だけで４３件も

発生していることが全国的な医療機関の調査

で明らかにされています。１９９７年に保険

税の未納者から保険証を取り上げることにな

りましたが、このようなことはやめるべきで

あります。命を守るべき医療保険の負担が重

過ぎて命を落とす、こんなことはあってはな

らないことであります。 

平成２２年度の美唄市国民健康保険会計の

歳入歳出の総額は６億１，８２８万５，００

０円となっており、前年度の当初予算に比べ、

２億４，３２８万８，０００円の減となって

います。これは歳入で国保税が約２，０００

万円減額になっていることと、国庫支出金が

約３，０００万円減額になっていること、療

養給付費交付金や前期高齢者交付金が歳入歳

出で大きく変わったことの影響であります。 

本市においては、資格証交付の世帯の１８

歳までの子どもに、緊急的な対応として短期

証を交付するという対応を早くから行われて

いるなど、部分的な改善は見られるものの、

資格証交付の家庭では、家族が病気になった

ときの不安は依然として大きいものがありま



- 181 -  

す。 

本会計予算については数字的なものではな

く、この予算を執行することは結果として国

民に大きな負担を押しつけている国保の仕組

みを市民にも押し付けるものになるものであ

ります。鳩山政権は、施政方針演説で命を守

ることを盛んに強調していますが、具体的に

は何も見えておりません。市長は市民の命と

健康を守り、安心して生活ができるよう、国

庫負担を元の５０％に戻すことや、収納率低

下によるペナルティーをなくすることも含め、

社会保障制度の抜本的な改善に向けて、国に

対し強く働きかけることを要望しまして、討

論を終わります。 

●議長内馬場克康君 ３番、五十嵐聡議員。 

●３番五十嵐聡議員（登壇） ただいま議題

となりました議案第６号平成２２年度美唄市

国民健康保険会計予算の件につきまして、討

論に参加させていただきます。 

私の立場は原案に賛成であります。以下、

その理由を若干申し上げます。 

国民皆保険の中核をなす国民健康保険制度

は、時代の経過と共に無職者や低所得者など

の割合が増加しており、また、高齢化も進み、

医療費も増嵩している状況であります。地域

経済が悪化しているほか、美唄市においても

保険税収入が伸び悩むなど、保険財政運営は

極めて厳しい状況に置かれております。この

ような中、本市の平成２２年度国民健康保険

事業会計の予算は、３６億１，８２８万５，

０００円で、前年比６．３％の減となってお

りますが、内容としては、交付金等の精算減

によるものも大きく、医療制度改革による大

きな変革の影響を受けており、これらの動向

に対する的確な見きわめが必要とされるとこ

ろであります。医療費の状況においては、被

保険者の高齢化や診療報酬の改定などの増加

要因があり、一方、保険税収入においては、

低所得者、年金受給者を多く抱えております。

いずれにしても、厳しい事業運営となり、現

在保有している支払準備基金も取り崩しが続

き、このままではあと１、２年で底をつくと

いう状況も想定されることから、保険税の改

定について検討もしていかなければならない

ものと考えられます。 

昨年の政権交代により、後期高齢者医療制

度は新たな制度への移行が検討されており、

国民健康保険を含んだ医療制度の改革議論も

あることから、これらの動きを注視していか

なくてはなりません。さまざまな情報を把握

しながら、安定した国民健康保険の運営をさ

れることをご期待申し上げ、私の討論を終わ

ります。 

●議長内馬場克康君 これをもって討論を終

結いたします。 

これより採決いたします。 

ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は原案可決であり

ます。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数であります。 

よって、議案第議案第議案第議案第６６６６号平成号平成号平成号平成２２２２２２２２年度美唄市国年度美唄市国年度美唄市国年度美唄市国

民健康保険会計予算民健康保険会計予算民健康保険会計予算民健康保険会計予算は、委員長報告のとおり

決定決定決定決定されました。 

これより議案第７号ないし議案第１４号の
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以上８件について、一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。 

これより一括採決いたします。 

本件は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第７７７７号平成号平成号平成号平成２２２２２２２２年度美唄市老年度美唄市老年度美唄市老年度美唄市老

人保健会計予算人保健会計予算人保健会計予算人保健会計予算ないしないしないしないし議案第議案第議案第議案第１４１４１４１４号平成号平成号平成号平成２２２２２２２２

年度美唄市工業用水道事業会計予算年度美唄市工業用水道事業会計予算年度美唄市工業用水道事業会計予算年度美唄市工業用水道事業会計予算の以上８

件は、委員長報告のとおり決定決定決定決定されました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第３、議案

第３８号財政調整基金の一部積立て停止の件

を議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） ただいま上程さ

れました議案第３８号財政調整基金の一部積

立て停止の件について、提案理由をご説明申

し上げます。 

本件は、美唄市財政調整基金条例に規定す

る積立金のうち、基準財政需要額に対応する

積立金については、財政事情により平成２１

年度においてその積立てを停止しようとする

ものであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 これより議案第３８号

について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第３８３８３８３８号財政調整基金号財政調整基金号財政調整基金号財政調整基金のののの一部一部一部一部

積立積立積立積立てててて停止停止停止停止のののの件件件件は、原案のとおり決定決定決定決定されま

した。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第４、議案

第３９号美唄市副市長選任の件ないし日程の

第６、議案第４１号美唄市公平委員会委員選

任の件の以上３件を一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

初めに、議案第３９号美唄市副市長選任の

件であります。 

本件は、斎藤正紀副市長が３月３１日をも

って退任いたしますので、本市副市長として

新たに板東知文氏を選任いたしたく、地方自

治法の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。 

次に、議案第４０号美唄市教育委員会委員

任命の件であります。 

本件は、板東知文委員が３月３１日をもっ

て退任いたしますので、本市教育委員会委員

として新たに安田昌彰氏を任命いたしたく、
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

規定により、議会の同意を求めるものであり

ます。 

次は、議案第４１号美唄市公平委員会委員

選任の件であります。 

本件は小川賢一委員が３月３０日をもって

任期満了となりますので、本市公平委員会委

員として引き続き小川賢一氏を選任いたした

く、地方公務員法の規定により、議会の同意

を求めるものであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

３９号については、別にご発言もないようで

すので、原案のとおりこれに同意することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第３９３９３９３９号美唄市副市長選任号美唄市副市長選任号美唄市副市長選任号美唄市副市長選任のののの

件件件件は、原案のとおりこれに同意同意同意同意することに決決決決

定定定定されました。 

お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

４０号については、別にご発言もないようで

すので、原案のとおりこれに同意することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第４０４０４０４０号美唄市教育委員会委号美唄市教育委員会委号美唄市教育委員会委号美唄市教育委員会委

員任命員任命員任命員任命のののの件件件件は、原案のとおりこれに同意同意同意同意する

ことに決定決定決定決定されました。 

お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

４１号については、別にご発言もないようで

すので、原案のとおりこれに同意することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第４１４１４１４１号美唄市公平委員会委号美唄市公平委員会委号美唄市公平委員会委号美唄市公平委員会委

員選任員選任員選任員選任のののの件件件件は、原案のとおりこれに同意同意同意同意する

ことに決定決定決定決定されました。 

この場合、副市長を退任されます斎藤正紀

君及びただいま副市長に選任同意されました

坂東知文君からそれぞれ発言を求められてお

りますので、これを許します。 

まず、斎藤正紀君。 

●副市長斎藤正紀君（登壇） 発言のお許し

をいただき、厚く御礼申し上げます。副市長

を退任するに当たり、一言ごあいさつ申し上

げます。 

平成２０年１１月２７日付で副市長に就任

をいたし、１年４カ月余り、その職責を担っ

てまいりました。この間、市議会議員の皆様

を初め、多くの市民の皆様のご理解とご協力

をいただき、美唄のまちづくりに携わること

ができましたことは、私にとりまして大きな

誇りであり、貴重な経験としてこれからも大

切にしていきたいと考えており、こうした機

会を与えていただいたことに対しまして、改

めて心から深く感謝申し上げる次第でござい

ます。 

待ったなしの財政健全化計画の策定、そし

て財政健全化と未来に向けたまちづくりの両

立という難しい状況に直面する中にあって、

経済の面では食にこだわったまちづくりを進

めるための、食の駅の基本構想の策定を初め、

アンテナショップの開設、中心市街地の活性

化に向けたまちなか交流広場、ふれあいサロ
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ンの開設、さらには、美唄の特産品のブラン

ド化に向けた、まるごとブランド化推進事業

にかかわることができました。また、暮らし

の面では、次代を担う子どもたちの健全育成

に向けて、青少年子ども議会の開催や、子ど

もがいる風景フォトエッセイコンテストなど、

新たな取り組みを進めたところでございまし

て、厳しい財政事情の中で地域活性化の種を

まき、少しずつではございますが、芽が出て

きたのではないかと認識しているところでご

ざいます。この芽を未来に向けて、行政と市

民の皆さんが一緒になって育て、立派な花を

咲かせることによって、鮮やかな色彩が見る

人の目を奪い、感動がこだまするすばらしき

ふるさと美唄の創造につながるものと考えて

おります。今年は御案内のとおり市政６０周

年を迎える記念すべき節目の年でもございま

す。この地に開拓の鍬を入れた先人の献身的

な努力によって今のまちがあり、足を止めて、

その歴史を振り返り、優れた伝統や文化をま

ちづくりに生かしていくことが重要と考えて

おりますが、翻って我が国の歴史を見たとき、

これからのまちづくりのあり方を考える上で

参考となる事例はたくさんございます。歴史

に学ぶことは、未来への道しるべを確かなこ

とにすることにつながると考えており、今回

が思いの丈をお話しする最初で最後の機会で

ございますので、お許しをいただき、少しく

お話をさせていただきたいと思います。 

鎌倉時代に時の執権、北条泰時が御成敗式

目を制定したことは、歴史の教科書で学んだ

ことと思います。この当時は、京都の朝廷が

発した律令が全国で適用されておりましたが、

泰時は御成敗式目の制定に当たりまして、「京

都のご沙汰、律令のおきて、いささかもあら

たまるべきものにあらず」、と述べ、続いて、

「この式目は武家や民衆のために制定するも

のであり、事の意義を決するに当たっては親

疎なく、好悪なく、道理の推す所や心に思っ

たことに基づき決定し、決定されたことは正

しくても、誤っていても、１３人の評定衆が

連帯して責任をとる」旨の趣旨を述べられて

おります。 

歴史学者の石母田正氏は、この式目を前近

代の合議体の規範とした、恐らく、もっとも

最高水準にあるものの１つと評価しておりま

すが、自立して物事を決し、その責任はきち

んと取ると言った姿勢が、式目制定の決意の

中に端的にあらわれており、私自身ある種の

緊張と高揚を強く覚え、地方分権が進展する

中で、この姿勢を我々も見習うべきではない

かと、このように考えております。 

人口減少や少子高齢化、経済のグローバル

化の進展など、地域を取り巻く環境は大きく

変化し、時代の転換期を迎えている今日、社

会を動かす新しいパラダイムの構築に向け、

地域自らが立ち上がることが求められており

ます。 

本市を取り巻く環境は依然厳しいものがご

ざいますが、満ちあふれる情熱、困難に立ち

向かう勇気、凜とした精神を持って、市民と

ともに歩みを続けるとき、地域は必ずや再生

し、活性化すると考えており、この地に住ん

でいることに市民一人ひとりが大きな誇りと

満足感を覚えるはずでございます。日々の努

力の継続はそう簡単なものではございません

が、一人ひとりの研さんと努力の積み重ねに

よって、時代の扉が開くことはできると確信
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しており、市議会議員の皆様には市役所との

情報共有にとどまることなく、光り輝く美唄

のまちづくりという共通の目標の実現に向け

て、市民を含めた幅広い議論からまちづくり

の実践に一つ一つつなげ、地域づくりを先導

する役割を果たしていただくことを強く期待

するものでございます。 

また、財政健全化という大きな課題に適切

に対処していくためには、医師確保や土地開

発公社所有地の売却などの大きな政策課題に

ついては、市と市議会が力を合わせて取り組

んでいくことも必要ではないかと考えており、

今後、ぜひ一緒に取り組んでいっていただき

たいと念願しているところでございます。 

結びに当たりまして、これまで皆様から頂

戴した御厚情に深く感謝申し上げますととも

に、私自身微力ではございますが、美唄での

経験も教訓にいたし、４月からは道庁におい

て、この北の大地が夢と希望に満ちあふれる

よう努力することを皆様方にお誓いを申し上

げ、お別れのごあいさつとさせていただきま

す。 

１年４カ月にわたり、各般にわたりお世話

になりまして、本当にありがとうございまし

た。 

●議長内馬場克康君 次に、板東知文君。 

●教育長板東知文君（登壇） 発言のお許し

をいただきましたので、ごあいさつをさせて

いただきます。 

ただ今、副市長の選任につきまして御同意

をいただき、まことにありがとうございまし

た。また、これまで教育長として１年と４カ

月という短い期間でありましたが、教育とい

う崇高な営みに携わることができ、この上な

い喜びを感じながら地域に根ざし、暮らしに

学ぶ教育行政の推進に努めさせていただきま

した。この間、支えていただきました市議会

議員の皆様を初め、すべての市民の皆様に厚

く御礼を申し上げます。 

今日の地方自治を取り巻く環境は、少子高

齢化、人口減少などが進み、市民の行政ニー

ズも多様化する中で、地方財政は非常に厳し

い状況にあります。さらに、地方分権の流れ

は加速度を増し、基礎的自治体の役割は、ま

すます高まってくるものと思います。このよ

うな中で、これからは職員と一丸となって桜

井市長を支え、市民の皆さんの信頼と期待に

こたえるべく、与えられた職務に全力を傾注

してまいる所存でございますので、議員の皆

様方並びに市民の皆さん方には今後ともよろ

しくお願い申し上げまして、ごあいさつとさ

せていただきます。 

どうもありがとうございました。 

●議長内馬場克康君 次に日程の第７、議案

第４２号美唄市議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部改正の件を議題と

いたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

１１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員（登壇） ただいま議

題となりました議案第４２号美唄市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正の件について、提案理由をご説明申し

上げます。 

本件は、本市の依然として厳しい財政事情

を勘案し、現在実施している期末手当の独自

削減措置を平成２２年度においても継続実施

するため、必要な改正を行うものであります。 
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以上、提案理由をご説明申し上げましたが、

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

●議長内馬場克康君 これより議案第４２号

について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第議案第議案第議案第４２４２４２４２号美唄市議会議員号美唄市議会議員号美唄市議会議員号美唄市議会議員のののの議議議議

員報酬及員報酬及員報酬及員報酬及びびびび費用弁償等費用弁償等費用弁償等費用弁償等にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部改一部改一部改一部改

正正正正のののの件件件件は、原案のとおり決定決定決定決定されました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第８、承認

第１号総務・文教委員会所管事務調査の件な

いし日程の第１０、承認第３号議会運営委員

会所管事務調査の件の以上３件を、一括議題

といたします。 

お諮りいたします。 

本件については、お手元に配付いたしまし

た承認書のとおり、閉会中も調査を認めるこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、閉会中も調査を認めることに決定

いたしました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第１１、意

見書案第１号道立衛生学院の存続を求める意

見書ないし日程の第１９、意見書案第９号美

唄市内の教育関係施設と子どもの利用する公

共施設について敷地内禁煙の実施を求める意

見書の以上９件を一括議題といたします。 

本件に関し、それぞれ提案理由の説明を求

めます。 

まず、意見書案第１号について、１１番、

土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員（登壇） ただいま議

題となりました、意見書案第１号につきまし

て、案文を朗読し、提案理由の説明にかえさ

せていただきます。 

 

道立衛生学院の存続を求める意見書 

 

 看護師、保健師、助産師等を養成する道立

衛生学院廃止の方針が打ち出されています。

医師･看護師不足、地域医療の崩壊が社会問題

となっているいまこそ、道民の生命と健康を

守るべき地方自治体がその責任において、医

療従事者の確保、安全と安心の医療実現のた

めに力を尽くさなければならない時です。道

立衛生学院廃止案は、まさに道が果たすべき

役割と責任をまったく放棄し、地域医療の崩

壊を加速させるものです。 

 道立衛生学院は、准看護師が正看護師の資

格を取るいわゆる「進学コース」をはじめ、

保健師養成、助産師養成など、看護職員養成

に欠くことのできない重要な施設です。衛生

学院の廃止は道内の看護職員確保に多大な影

響を与えることは明らかです。 

 また、道立衛生学院の入学料、授業料など

学費は他の養成所と比べて格段に安く設定さ

れ、経済的理由で進学の道を断念することを
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防止してきました。現に「道立だから頑張れ

た」との声は少なくありません。そういう意

味からも道立衛生学院の役割は大きなもので

す。 

 「北海道第６次看護職員需給見通し」（平成

１８年策定）は、初年度から供給見込み数に

大幅なくるいが生じていますが、道はその「見

通し」の見直しも行おうとしません。 

 また、医師・看護師が都市に集中するなか、

地方自治体ではもっと深刻な状況にあり、「安

心して生み育てられる北海道」をつくるため

には、民間任せの施策だけでは、北海道全体

の、とりわけ、地方の医療不安の解消につな

がるどころか、崩壊を加速させるだけです。 

 いま、医師・看護師の過労死が相次ぎ、ま

さに医師･看護師の大幅増員が待ったなしの

状況です。 

 深刻な医療･看護現場の実態改善、崩壊寸前

と言われる地域医療を再生するために、医師･

看護職員確保対策の強化を財政措置も含めて

道が率先して行うべき時です。 

 以上の趣旨から、下記の点について要望し

ます。 

記 

１．北海道内の看護職員等医療従事者確保に

寄与している道立衛生学院を存続させる

こと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

北海道美唄市議会 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に、意見書案第２号

について、３番、五十嵐聡議員。 

●３番五十嵐聡議員（登壇） ただいま議題

となりました、意見書案第２号につきまして、

案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせて

いただきます。 

 

食料供給力の確保に必要な農業生産 

基盤整備の促進を求める意見書 

 

 国は、平成２２年度農業関係の予算編成に

おいて、戸別所得補償制度のモデル対策費に

重点配分する一方で、農業農村整備事業費（土

地改良事業費）を大幅に削減した。 

 当市においても、先人の開墾や国営事業を

初めとする農業農村整備事業により、今日で

は道内有数のコメ生産を担う殻倉地帯として

発展している。 

 農業農村整備事業の予算の縮減は、今後、

地域の要望に即した排水対策や土層改良、区

画整理などの農地整備や、農業用水を安定的

に確保するなどの農業水利施設の計画的な更

新・整備に深刻な影響を与えることとなり、

地域農業の生産性が低下していくことは明ら

かである。そしてそのことは、我が国の食料

自給力をさらに低下させるなど、国民全体の

不利益につながるものと危惧する。 

 昨年、本道は、多雨や低温、日照不足の影

響で多くの農作物に被害が発生いたしました

が、被害実態の把握などのほ場調査を行った

北海道農政部は、基盤整備を実施したほ場で

は、収量の減少や品質の低下が大きく抑制さ
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れたとする「基盤整備の有効性に関する調査

報告」をまとめたところであり、本道におけ

る農業生産基盤整備の重要性等を改めて確認

した。 

 今後とも美唄市の基幹産業である農業が持

続的に発展し、安全・安心な食料を国民に安

定的に供給する役割を担っていくためには、

食料供給力の確保に必要な農地や農業水利施

設の整備を継続的かつ安定的に実施すること

が不可欠である。 

 国の責務と地方の適切な役割分担を踏まえ、

引き続き農地や農業水利施設の整備について

国が積極的に関与していくべきと考える。 

 よって、以下の事項を強く求める。 

記 

１ 地域の要望に即した、農地や農業水利施

設などの生産基盤整備の推進に必要な予算

枠を確保すること。 

２ 生産基盤整備の効果的・効率的な促進を

図るため、ほ場条件にあった弾力的な整備

やコストの縮減、地元負担の軽減について

配慮すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により

意見書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

 北海道美唄市議会 

 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に、意見書案第３号

について、４番、高田正則議員。 

●４番高田正則議員（登壇） ただいま議題

となりました、意見書案第３号につきまして、

案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせて

いただきます。 

 

地方警察官の適正配置を求める意見書 

 

国民が安心して暮らせる地域社会は国民生

活の向上や経済成長の基盤となるものであり、

国民すべての願いであります。 

警察庁では、平成１３年度から１９年度に

かけて２万４２３０人を増員した結果、警察

官１人当たりの人口負担割合は減少し、刑法

犯認知件数の減少と検挙率の上昇に寄与して

きたところと言えます。 

しかしながら、無差別殺傷事件などの凶悪

犯罪、多種多様な手口による振り込め詐欺事

件、善良な国民を狙った悪質商法などが依然

として全国的に発生するなど、また、美唄市

においても子どもや高齢者に不安を与える不

審者の多発事件があり、市民や国民が安心と

安全を実感できる、いわゆる「体感治安」の

回復に向けてはまだまだ十分とはいえない状

況にあります。 

さらには、近年、グローバル化による国際

的事件の発生・国外逃亡犯の増加、携帯電話

やインターネットの普及による匿名性の高い

犯罪の増大など、地域性を問わず警察を取り

巻く捜査環境は厳しさを増しているのも事実

であります。 

また、美唄市をはじめ北海道においては、

広大な面積を有し警察力の分散配置を余儀な

くされ、現場等への往復に長時間を要するほ

か、積雪寒冷期の現場活動は困難を極めるな
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ど特有の負担を抱えています。 

平成１９年度の地方警察官の退職者数が過

去最高の約１万２千人に達するなど、本格的

な大量退職者の発生期を迎えたことから、

国・地方の治安維持に的確に対応できる警察

活動体制の充実・確保が極めて重要な課題と

言えます。 

よって、国においては、国民生活の安全と

平穏を確保するための必要な警察官の増員に

ついて、引き続き確保に向け特段の配慮をさ

れますよう強く要望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

            北海道美唄市議会 

 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に、意見書案第４号

及び意見書案第５号の以上２件について、２

番、森川明議員。 

●２番森川明議員（登壇） ただいま議題と

なりました、意見書案第４号及び意見書案第

５号につきまして、一括して案文を朗読し、 

提案理由の説明にかえさせていただきます。 

 

道立身体障害者リハビリテーションセンター

の民間法人への経営移譲に反対する意見書 

 

 道立リハビリテーションセンターは、美唄

市がかかげている福祉のまちづくりにとって

必要不可欠の施設であり、美唄市民の地域福

祉資源として半世紀近い歴史があります。 

 このたび、北海道保健福祉部から美唄市に

説明された道立リハビリテーションセンター

の見直しに関する方針（案）には、２０１１

年４月に道立施設を廃止し、民間法人へ移譲

することが明らかにされています。「見直し」

では、民間の持つスケールメリットや柔軟性

を生かすことにより、サービスの提供は可能

とし、利用者のサービス水準が確保できると

しています。 

 一方、美唄市民から「見直し」に対する疑

問の声があがっています。 

その声は、①民間移譲により、理学療法士、

作業療法士などの専門スタッフの配置が充足

されず、利用者に対するサービスの低下が心

配されること。②民間移譲の推進の理由にあ

げられている２００６年１０月施行の障害者

自立支援法による影響については、政権交代

による見直しが行われることが明らかである

こと。③運営費の赤字を民間移譲にあげてい

る以上、民間はスケールメリットを生かせな

ければ、民間であるがゆえの経営により、赤

字を背負ってまで事業を継続せず、将来美唄

からの撤退につながりかねないこと。などで

す。 

市議会としても、これらの市民の声を受け

とめ、次のとおり強く要望します。 

記 

１ 道立身体障害者リハビリテーションセン

ターの民間法人への移譲方針を撤回し、道

立施設として美唄の地に存続すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 
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平成２２年３月１９日 

北海道美唄市議会 

 

改正貸金業法の早期完全施行等 

を求める意見書 

 

 経済・生活苦での自殺者が年間７，０００

人に達し、自己破産者も１８万人を超え、多

重債務者が２００万人を超えるなどの深刻な

多重債務問題を解決するため、２００６年１

２月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限

金利の引下げ、収入の３分の１を超える過剰

貸付契約の禁止（総量規制）などを含む同法

が完全施行される予定です。 

 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対

策本部を設置し、同本部は①多重債務相談窓

口の拡充、②セーフティネット貸付の充実、

③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とす

る多重債務問題改善プログラムを策定しまし

た。そして、官民が連携して多重債務対策に

取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減

少し、２００８年の自己破産者数も１３万人

を下回るなど、着実にその成果を上げつつあ

ります。 

 他方、一部には、消費者金融の成約率が低

下していることや、昨今の経済危機、一部商

工ローン業者の倒産などにより、資金調達が

制限された中小企業者の倒産が増加している

などを殊更に強調して、改正貸金業法の完全

施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を

求める論調があります。 

 しかしながら、１９９０年代における山一

証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴され

るいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、

貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ロ

ーンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、そ

の結果、１９９８年には自殺者が３万人を超

え、自己破産者も１０万人を突破するなど多

重債務問題が深刻化したことを忘れてはなり

ません。 

 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利

規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、

再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増

を招きかねません。今、多重債務者のために

必要とされる施策は、相談体制の拡充、セー

フティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅

などです。 

 そこで、消費者庁の所管ないし共管となる

地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫

緊の課題であることも踏まえ、国に対し、以

下の施策の実現を強く求めます。 

記 

１ 改正貸金業法を早期に完全施行すること。 

２ 自治体での多重債務相談体制の整備のた

め相談員の人件費を含む予算を十分確保す

るなど相談窓口の充実を支援すること。 

３ 個人及び中小事業者向けのセーフティネ

ット貸付をさらに充実させること。 

４ ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 

  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

北海道美唄市議会 

 

なお、提出先はそれぞれ案文記載のとおり

でありますので、原案のとおりご承認いただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由
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の説明を終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に、意見書案第６号

ないし意見書案第８号の以上３件について、

１番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ただいま議題

となりました、意見書案第６号ないし意見書

案第８号につきまして、一括して案文を朗読

し、提案理由の説明にかえさせていただきま

す。 

 

医療再生の診療報酬の増額を求める意見書 

 

 日本の医療は、前政権の社会保障費の毎年

２２００億円抑制路線のもとで、診療報酬の

連続引き下げが強行され、医師や看護師不足

などにより、小児科・産科救急医療をはじめ

医療機関、診療科の閉鎖、公立病院の統廃合

など、「医療崩壊」が深刻になっています。 

 いま重要なことは、医療の深刻な事態打開

のために、医療現場の切実な要求である診療

報酬の大幅な増額（１０％アップなど）を実

現することです。新政権も国内総生産（ＧＤ

Ｐ）比で医療費の先進国並みの確保をめざす

とうたっています。この公約どおり、診療報

酬の明確な引き上げをはかるべきです。 

 ところが、新政権は２０１０年度予算案で

０．１９％の診療報酬の引き上げを発表し「１

０年ぶりにプラス改正」だとしてきました。

ところが、表に出ていない薬価の引き下げが

あり、実際の改定率は０．０２７％にとどま

り、実質ゼロ改定だということが明らかにな

っています。これは、薬価の表向きの削減額

５０００億円とは別に、「別途、後発品の置き

換え効果の精算を行う」として６００億円が

削減されていることが明らかになったもので

す。 

 結局、薬価部分が５６００億円削減された

のに対し、本体部分の引き上げは５７００億

円で、診療報酬全体ではわずか１００億円、

０．０２７％の引き上げにしかならないとい

うものです。 

０．１９％の引き上げ改定に対して、「これ 

では医療崩壊は一層深刻化する」（全国保険団

体連合会）、「医療現場に希望をあたえる水準

ではなく、全国の医師、医療現場は、大きく

失望し、怒りすら覚える（日本医師会）との

声さえあがっています。実質ゼロ改定では、

「医療崩壊」の建て直しは望めません。 

 よって、下記のことを要望します。 

記 

１ 新政権は、自らの公約どおり、診療報酬

の新年度実質ゼロ改定率を改め、医療現場

の声にこたえ、診療報酬の１０％引き上げ

などの増額をはかること。 

２ 患者の窓口負担の軽減策を進めること。 

 

 以上地方自治法第９９条の規定により意見

書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

北海道美唄市議会 

 

後期高齢者医療制度の見直しと 

保険料抑制に関する意見書 

 

後期高齢者医療制度は、平成２２年度から

２年間の保険料の算定と決定を行う段階にあ

ります。 

 年齢による高齢者の囲い込みによる医療制
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度は、世界に例のないものであり、負担力の

とぼしい後期高齢者医療制度は耐えざる保険

料の負担増と医療費の抑制・縮減を招かざる

を得ないという本質的な矛盾をかかえていま

す。 

 多くの国民は「差別医療ではないか」との

不信をたかめ、制度の廃止を求める方も少な

くありません。昨年１０月に厚労省は「保険

料抑制策」特別支援を検討していましたが、

未だにその姿が見えていません。 

 このままでは本道においては、１人当たり

の保険料は軽減後でもなお４．９９％の値上

げ、また所得割は１０．２８％（０．６５％

アップ）と全国的に最高水準にならざるを得

ません。広域連合も諸対策を要望しています。

保険料は個人単位なのに、軽減措置は世帯単

位による保険料の逆転現象の解決も必要です。 

 よって、国においては、制度の見直しを行

うとともに、平成２２年、２３年度の保険料

値上げを招かない、必要な抑制策をとられる

よう要望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

北海道美唄市議会 

 

季節労働者の失業給付を９０日分にするなど 

国の季節労働者対策の強化を求める意見書 

 

いま政府においては通常国会に雇用保険法

の改正案を提出することとしており、非正規

労働者への適用の拡大、雇用保険財政への国

庫負担を本則どおり２５％とすることなどが

予定されているものと承知しております。 

北海道には約１０万人の季節労働者がおり、

その６割は建設関係の仕事に就いています。

これらの季節労働者は、厳しい自然環境など

により冬期間の失業を余儀なくされています

が、現行の雇用保険制度のもとでは４０日分

の特例一時金(約２０万円)で厳寒の３～４ヶ

月を越さなければなりません。 

非正規労働者が企業の都合で解雇されるの

と同じように、季節労働者が冬に失業するの

は労働者の責任ではありません。働きたくて

も仕事がないためです。 

国の「通年雇用促進支援事業」は、所得保

障にかかわるものが一切認められていないた

め、十分な効果があがっていません。 

また、北海道においても、急速に悪化した

経済情勢のもとで民間工事が落ち込み、さら

には自治体財政の困難の増大によって公共事

業の減少が続くなど、雇用情勢は深刻さを増

しております。通年雇用どころか、年間を通

じた失業が季節労働者におそいかかっていま

す。 

よって、下記のことを強く要望します。 

記 

１．雇用保険法を改正して、季節労働者の失

業給付を９０日分とすること。 

２．国の「通年雇用促進支援事業」を抜本的

に改善・拡充すること。 

３．国として、雇用効果の高い生活・福祉関

連の公共事業の拡大をはかって地元の中小

建設業者の仕事を確保するとともに、冬期

間の就労機会を拡大すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 
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平成２２年３月１９日 

北海道美唄市議会 

 

なお、提出先はそれぞれ案文記載のとおり

でありますので、原案のとおりご承認いただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由

の説明を終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に、意見書案第９号

について、８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員（登壇） ただいま議題

となりました、意見書案第９号につきまして、

案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせて

いただきます。 

 

 美唄市内の教育関係施設と子どもの利用 

する公共施設について敷地内禁煙の実施 

を求める意見書 

 

 昨年９月、美唄市医師会より「禁煙環境の

整備・禁煙教育の実施」について、議会に対

し要望書が提出されました。議長・代表者会

議を経て、産業厚生委員会に対し、美唄市医

師会要望書の取り扱いが求められ、所管事務

調査で扱うこととして引き受けました。 

 禁煙について、今日に至る経過を整理しま

した。（美唄市医師会資料による） 

 喫煙が有害であることについては、肺がん

をはじめ多くのがんの原因、慢性気管支炎や

肺気腫などの慢性閉塞性疾患の原因、心筋梗

塞や脳卒中などの心・血管系疾患の原因、な

どが国内外研究によって明らかになっていま

す。また、喫煙者周辺の人達についても、受

動喫煙と呼ばれる状態にさらされ、喫煙者と

同様の身体的影響を受けることも多く、研究

者の指摘するところです。 

 ２００３年５月には、健康増進法２５条で

「不特定多数の人の集まる場所での受動喫煙

防止が非喫煙者の権利であるとともに管理責

任者の義務である」こととされました。美唄

市について言えば、美唄市が管理責任者とし

ての義務を果たさねばならないことになりま

す。健康増進法に罰則はありませんが、市民

の健康保持を重要と受け止めれば、美唄市が

積極的に義務を果たす考え方に立つことが求

められます。 

 美唄市では「びばいヘルシーライフ２１」

が策定され、その中で平成１４～２３年の１

０ヵ年で、社会情勢の変化に柔軟に対応し、

必要に応じての見直しが明記されています。 

 また、本年２月に厚生労働省は、不特定多

数の人が利用する公共的な空間を、原則とし

て全面禁煙とするよう求める通知を、都道府

県などの自治体に出し、これを受けた自治体

の今後の対策が注目されます。 

 産業厚生委員会として、美唄市医師会会長

の井門明氏を招致し、この問題について詳し

い説明を受け、さらには禁煙を望む人のため

の「禁煙外来」について、質疑により学ぶこ

とも出来ました。本定例会の委員会審査の後、

所管事務調査の時間を設け意見交換会を行い

ました。その結果、美唄市民の健康を守る中

心的役割を担う「美唄市医師会」の熱心な活

動を、議会として真摯に受け止めるべきこと、

多くの市民の声に耳を傾けるべきこと、など

を確認いたしました。さらに、「議論に時間を

かけずに実施できる内容は速やかに取り組む

べき」との方向についても確認しました。 

 産業厚生委員会での議論を受け止め、美唄
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市議会の総意として、下記の項目について速

やかな実施を求めます。 

記 

１．美唄市内のすべての小学校と中学校を敷 

地内全面禁煙とすること。 

２．美唄市内の子ども達が主に利用するすべ

ての施設を敷地内全面禁煙とすること。 

３．美唄市内のすべての小学校と中学校で、

最低年間１回の禁煙教育を実施すること。 

 

 以上、意見書を提出します。 

平成２２年３月１９日 

美唄市議会 

 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました意見書

案第１号ないし意見書案第９号の以上９件に

ついては、別にご発言もないようですので、

原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、意見書案第意見書案第意見書案第意見書案第１１１１号道立衛生学院号道立衛生学院号道立衛生学院号道立衛生学院のののの存存存存

続続続続をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書ないしないしないしないし意見書案意見書案意見書案意見書案第第第第９９９９号美唄号美唄号美唄号美唄

市内市内市内市内のののの教育関係施設教育関係施設教育関係施設教育関係施設とととと子子子子どものどものどものどもの利用利用利用利用するするするする公共公共公共公共

施設施設施設施設についてについてについてについて敷地内禁煙敷地内禁煙敷地内禁煙敷地内禁煙のののの実施実施実施実施をををを求求求求めるめるめるめる意見意見意見意見

書書書書の以上９件は、原案のとおり決定決定決定決定されまし

た。 

以上をもちまして今期定例会に付議されま

した各案件は、全部議了いたしました。 

これをもって、平成２２年第１回美唄市議

会定例会は閉会をいたします。 

 

午後 ２ 時２０分 閉会 
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    以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに  

 

   署名する。  
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